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ま
え
が
き

　

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
了
し
て
間
も
な
く
、
連
合
国
側
は
侵
略
戦

争
を
主
導
し
た
国
家
に
対
し
、
日
本
と
ド
イ
ツ
を
中
心
に
、
大
規
模

な
戦
争
犯
罪
裁
判
を
行
っ
た
。
も
っ
と
も
世
に
知
ら
れ
て
い
る
の

は
、
ド
イ
ツ
の
戦
争
犯
罪
に
対
す
る
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
」

（N
urem

burg Trial

）
と
、
日
本
の
戦
争
犯
罪
に
対
す
る
「
東
京
裁

判
」（Tokyo Trial

）
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
東
京
裁

判
で
有
罪
と
な
っ
た
二
十
数
名
の
Ａ
級
戦
犯
の
他
に
、
五
千
名
を
超

え
る
Ｂ
Ｃ
級
戦
争
犯
罪
容
疑
者
が
連
合
国
各
国
が
行
っ
た
戦
犯
裁
判

で
裁
か
れ
、
最
終
的
に
は
四
千
余
名
が
戦
犯
と
し
て
有
罪
判
決
を
受

け
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
の
人
数
は
Ａ
級
戦
犯
の
数

を
は
る
か
に
上
回
り
、
関
連
す
る
国
や
地
域
も
広
く
、
ア
メ
リ
カ
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
中
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
国
で
、
裁
判
所
も
日
本
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア

な
ど
、
数
十
か
所
に
の
ぼ
っ
た
。

　

今
ま
で
の
日
本
の
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
に
対
す
る
研
究
は
、
多
く
が
日
本

人
戦
犯
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
帝
国
の
戦
争

は
、
多
く
の
日
本
帝
国
統
治
下
の
被
植
民
者
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い

る
。
ご
く
一
部
の
日
本
の
学
者
は
、
被
植
民
者
が
日
本
当
局
の
軍
事

動
員
を
受
け
戦
争
に
関
与
し
、
戦
後
に
は
戦
犯
と
な
っ
た
問
題
に
触

れ
て
い
る
が
、
そ
う
い
っ
た
研
究
の
ほ
と
ん
ど
が
、
朝
鮮
人
戦
犯
を

研
究
対
象
に
し
て
い
〉
1
〈

る
。
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
に
関
す
る
研
究
に
、
台
湾
人

戦
犯
に
関
す
る
資
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
系
統
的

研
究
は
い
ま
だ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
連
合
国
側
が
戦
後
、

台
湾
人
戦
犯
と
戦
後
処
理
を
め
ぐ
る 

越
境
的
課
題 
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別
々
に
行
っ
た
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
に
お
い
て
、
有
罪
判
決
を
受
け
、

刑
を
執
行
さ
れ
た
一
九
〇
名
の
台
湾
人
戦
犯
と
い
う
、
埋
も
れ
て
き

た
歴
史
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
、
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
台
湾
も
、
否
応

な
く
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
こ
の
戦
争
で
は
、
二
〇
万
人
以
上
の

台
湾
人
が
ア
ジ
ア
各
地
の
戦
場
に
徴
用
さ
れ
、
う
ち
三
万
人
以
上
が

戦
場
で
命
を
失
っ
た
。
そ
し
て
戦
後
に
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
を
受
け
た

前
述
の
一
九
〇
名
は
、
戦
中
、
日
本
軍
に
中
国
ま
た
は
東
南
ア
ジ
ア

ま
で
徴
用
さ
れ
、
現
地
で
起
訴
さ
れ
た
戦
争
犯
罪
行
為
に
関

わ
っ
〉
2
〈

た
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
と
と
も
に
、
台
湾
は
日

本
に
よ
る
植
民
統
治
が
終
わ
り
を
迎
え
、
中
華
民
国
の
領
土
と
し
て

編
入
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
戦
中
は
日
本
帝
国
民
の
一
人
と

し
て
戦
争
に
関
わ
っ
て
い
た
台
湾
人
に
と
っ
て
、
戦
後
最
初
に
直
面

し
た
の
が
、“
国
籍
”
の
変
化
と
い
う
問
題
だ
っ
た
。
こ
の
変
化
に

は
台
湾
人
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
関
係
に
お
け
る
非
常
に
複
雑
か
つ

大
き
な
矛
盾
を
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
バ
ラ
ク
・
ク
シ
ュ
ナ
ー
教

授
（Barak K

ushner

）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
に

お
け
る
台
湾
人
は
「
植
民
地
主
義
の
被
害
者
な
の
か
、
中
国
人
の
裏

切
り
者
な
の
か
、
単
純
な
日
和
見
主
義
者
な
の
か
、
日
本
帝
国
の
協

力
者
と
し
て
責
任
を
負
う
べ
き
者
な
の
〉
3
〈

か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
問
題
は
、
戦
後
、
連
合
国
に
戦
犯
と
し
て
裁
か
れ
た
台

湾
人
た
ち
に
最
も
著
し
い
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景

を
ふ
ま
え
、
本
稿
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
連
合
国
に
よ
る
台
湾
人

戦
犯
の
裁
判
及
び
裁
判
後
の
処
遇
に
基
づ
い
て
、
台
湾
／
台
湾
人
に

と
っ
て
の
〈
戦
後
〉
の
特
殊
な
意
味
を
検
討
し
た
い
。

　

戦
後
、
日
本
政
府
の
公
式
統
計
に
よ
る
と
、
台
湾
人
戦
犯
の
う
ち

九
五
名
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
行
わ
れ
た
軍
事
裁
判
で
、
二
六
名
は

イ
ギ
リ
ス
、
七
名
は
オ
ラ
ン
ダ
、
四
名
は
ア
メ
リ
カ
で
そ
れ
ぞ
れ
有

罪
判
決
を
受
け
た
。
そ
の
他
、
五
八
名
は
中
華
民
国
政
府
か
ら
有
罪

判
決
を
受
け
〉
4
〈

た
。
以
上
の
統
計
か
ら
、
戦
後
に
行
わ
れ
た
軍
事
裁
判

に
お
い
て
最
も
多
く
の
台
湾
人
戦
犯
の
裁
判
が
行
わ
れ
た
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
と
中
華
民
国
が
台
湾
人
戦
犯
と
関
係
の
深
い
国
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
戦
後
に
台
湾
人
の
国
籍
が
中
華
民
国
に
な
っ
た

た
め
に
、
他
国
で
裁
判
を
受
け
た
台
湾
人
戦
犯
と
中
華
民
国
政
府
と

の
間
に
も
密
接
な
関
係
が
生
じ
た
。
本
論
は
ま
ず
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
と
中
華
民
国
と
い
う
二
つ
の
国
で
別
々
に
行
わ
れ
た
台
湾
人
戦
犯

の
裁
判
、
及
び
そ
の
後
の
戦
犯
に
対
す
る
処
遇
を
分
析
す
る
。
そ
し

て
、
前
述
の
二
国
の
台
湾
人
戦
犯
を
介
し
た
関
係
、
つ
ま
り
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
で
裁
判
を
受
け
た
台
湾
人
戦
犯
に
対
す
る
中
華
民
国
の
態

度
と
政
策
に
注
目
す
る
。
以
上
の
三
つ
の
独
立
し
た
、
ま
た
相
互
に

関
連
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
の
台
湾
人
戦
犯
の
処
遇
を
分
析

す
る
こ
と
に
よ
り
、
台
湾
人
の
多
層
的
で
複
雑
な
「
戦
後
」
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
。
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一
　
中
華
民
国
の
裁
判
に
お
け
る 

台
湾
人
戦
犯

　

戦
時
中
、
台
湾
人
は
日
本
の
立
場
で
戦
争
に
関
わ
っ
て
い
た
が
、

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
日
本
が
降
伏
し
た
後
、
台
湾
は
再
び
日

本
に
よ
る
統
治
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
年
一
〇
月
、
中
華

民
国
が
正
式
に
接
収
を
開
始
し
て
か
ら
、
台
湾
は
中
華
民
国
に
統
治

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
民
国
三
五
年
（
一
九
四
六
）
一
月
一
二

日
、
中
華
民
国
政
府
は
正
式
に
命
令
を
公
布
し
、
す
べ
て
の
台
湾
人

が
中
国
籍
（
中
華
民
国
籍
）
と
な
る
こ
と
を
宣
告
し
〉
5
〈
た
。
し
た
が
っ

て
、
台
湾
人
戦
犯
が
戦
後
実
際
に
裁
判
を
受
け
た
時
、
起
訴
さ
れ
た

罪
は
彼
ら
が
日
本
国
籍
で
あ
っ
た
時
に
関
わ
っ
た
戦
争
犯
罪
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
国
籍
は
す
で
に
日
本
で
は
な
く
、「
中
華
民
国
籍
」
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
た
め
に
、
戦
後
、
連
合
国
の
対
日
戦
争
犯
罪
裁
判
に
お
い

て
、
中
華
民
国
は
特
殊
な
二
重
の
役
割
を
果
た
し
た
。
ま
ず
、
一
般

の
戦
犯
裁
判
の
よ
う
に
、
自
国
民
を
害
し
た
敵
国
の
人
民
、
兵
士
を

対
象
に
、
中
華
民
国
は
「
対
外
的
に
」
日
本
の
侵
略
者
と
し
て
の
戦

争
責
任
を
追
求
し
、
東
京
裁
判
や
単
独
で
行
っ
た
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判

に
つ
い
て
も
、
非
常
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
司
法
行
政
部
の
民
国
三

五
年
（
一
九
四
六
）
一
〇
月
の
報
告
に
よ
る
と
、
中
華
民
国
政
府
が

申
告
を
受
理
し
た
日
本
の
戦
争
犯
罪
件
数
は
、
合
計
一
七
万
件
を
超

え
た
が
、
最
終
的
に
確
認
さ
れ
た
戦
犯
容
疑
者
は
三
二
二
五
名
の
み

で
あ
り
、
裁
判
後
に
判
決
が
下
さ
れ
、
刑
が
執
行
さ
れ
た
の
は
約
五

〇
〇
名
で
あ
っ
〉
6
〈

た
。
そ
の
中
で
、
一
四
〇
名
か
ら
一
五
〇
名
が
死

刑
、
八
〇
余
名
が
無
期
懲
役
、
そ
の
他
の
二
〇
〇
名
が
有
期
懲
役
と

な
っ
〉
7
〈
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
戦
犯
と
し
て
裁
判
を
受
け
た
台

湾
人
戦
犯
は
、
中
華
民
国
に
（
そ
の
他
連
合
国
と
同
じ
く
）
日
本
籍

と
見
做
さ
れ
、「
外
来
の
」
中
国
で
戦
争
犯
罪
を
行
っ
た
人
間
と
さ

れ
た
。
ま
た
一
方
で
、
中
華
民
国
は
台
湾
接
収
後
、
そ
の
管
轄
下
で

一
〇
〇
余
名
の
台
湾
の
「
中
華
民
国
民
」
を
、
戦
時
中
に
侵
略
行
為

を
幇
助
し
た
容
疑
で
起
訴
し
た
。
こ
れ
ら
の
台
湾
人
戦
犯
は
、
彼
ら

に
主
権
を
有
す
る
と
主
張
す
る
中
華
民
国
に
お
い
て
、「
内
在
の
」

国
民
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
中
華
民
国
は
同

時
に
「
対
内
的
に
」
も
│
│
自
国
民
で
あ
る
台
湾
人
に
│
│
戦
争
責

任
の
追
究
を
行
っ
た
。

　

戦
争
が
終
わ
り
、
中
華
民
国
政
府
は
日
本
軍
に
従
事
し
て
い
た
台

湾
人
に
、
ま
ず
「
各
省
市
軍
政
長
官
頒
発
処
理
在
軍
服
務
之
台
人
弁

法
」
を
公
布
し
、
そ
の
中
で
、
か
つ
て
日
本
勢
力
に
与
し
同
胞
に
危

害
を
加
え
た
台
湾
人
を
処
罰
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
の
後
公
布

し
た
「
戦
争
罪
犯
審
判
条
例
」
の
第
六
条
に
も
、
民
国
三
四
年
（
一

九
四
五
）
一
〇
月
二
五
日
以
後
に
中
華
民
国
籍
を
回
復
し
た
者
に
も

同
条
例
を
適
用
す
る
と
規
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
台
湾
人
の
戦
犯

容
疑
者
は
、
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
裁
判
を
受
け
る
こ
と
が
確
定

し
〉
8
〈

た
。
そ
し
て
中
華
民
国
政
府
は
戦
後
独
自
に
行
っ
た
対
日
戦
犯
裁
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判
に
お
い
て
、
数
百
人
の
日
本
人
戦
犯
容
疑
者
を
起
訴
す
る
と
同
時

に
、
数
十
名
の
自
国
民
│
│
戦
後
に
裁
判
を
受
け
た
時
に
「
理
論

上
」
は
す
で
に
日
本
人
と
し
て
の
身
分
を
失
い
「
中
華
民
国
」
籍
の

「
台
湾
人
」
戦
犯
に
な
っ
て
い
た
│
│
を
起
訴
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
特
殊
な
状
況
は
、
他
の
連
合
国
が
起
訴
し
た
日
本
人
戦
犯

の
単
一
な
立
場
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
一
般
の
Ｂ

Ｃ
級
日
本
人
戦
犯
と
比
べ
る
と
、
中
華
民
国
で
裁
判
を
受
け
た
台
湾

人
戦
犯
は
、
特
殊
で
奇
妙
な
「
多
重
の
身
分
」
で
あ
っ
た
。
戦
後
裁

判
を
受
け
る
時
、
彼
ら
は
す
で
に
「
中
華
民
国
籍
」
の
身
分
を
回
復

し
、
自
分
の
国
│
│
中
華
民
国
│
│
に
裁
判
さ
れ
る
「
日
本
の
戦

犯
」
で
あ
っ
た
。

　

統
計
に
よ
る
と
、
中
華
民
国
に
有
罪
宣
告
さ
れ
た
約
五
〇
〇
名
の

Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
中
、
五
八
名
が
台
湾
人
で
あ
っ
〉
9
〈
た
。
つ
ま
り
、
中
華
民

国
に
よ
る
戦
犯
裁
判
で
刑
が
確
定
し
た
戦
犯
の
実
に
十
分
の
一
以
上

が
台
湾
人
で
あ
っ
た
。
中
華
民
国
が
台
湾
人
戦
犯
に
裁
判
を
行
っ
た

場
所
は
、
主
に
警
備
総
司
令
部
が
台
北
に
設
立
し
た
軍
事
裁
判
所
で

あ
る
。
そ
の
他
に
、
中
国
大
陸
各
地
で
行
わ
れ
た
対
日
戦
犯
裁
判
で

も
、
台
湾
人
が
多
数
裁
判
を
受
け
た
。
日
本
の
公
式
記
録
に
お
い

て
、
中
華
民
国
に
有
罪
宣
告
を
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
の
中
で
、
死
刑

宣
告
を
受
け
、
の
ち
に
執
行
さ
れ
た
の
は
五
名
で
あ
る
。

　

陳
添
錦
：
広
東
で
裁
判
を
受
け
、
民
国
三
五
年
（
一
九
四
六
）
一

一
月
二
五
日
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。
戦
時
中
の
職
務
は
「
通

訳
」
で
あ
っ
た
。（
広
東
海
軍
警
備
隊
所
属
）

　

陳
水
雲
：
台
北
で
裁
判
を
受
け
、
民
国
三
五
年
（
一
九
四
六
）
一

二
月
二
〇
日
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。
戦
時
中
の
職
務
は
「
警

察
官
」
で
あ
っ
た
。

　

李
安
：
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
三
月
七
日
生
ま
れ
。
広
東
で
裁

判
を
受
け
、
民
国
三
六
年
（
一
九
四
七
）
四
月
一
八
日
に
死
刑

が
執
行
さ
れ
た
。
戦
時
中
の
職
務
は
「
通
訳
」
で
あ
っ
た
。

（
華
南
陸
軍
警
備
隊
所
属
）

　

姜
延
壽
：
広
東
で
裁
判
を
受
け
、
民
国
三
六
年
（
一
九
四
七
）
八

月
四
日
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。
戦
時
中
の
職
務
は
「
巡
査

補
」
で
あ
っ
た
。（
海
南
島
海
軍
警
備
隊
所
属
）

　

陳
煥
彩
：
北
平
（
現
北
京
）
で
裁
判
を
受
け
、
民
国
三
六
年
（
一

九
四
七
）
九
月
二
日
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。
戦
時
中
の
職
務

は
「
通
訳
」
で
あ
っ
〉
10
〈
た
。

　

死
刑
判
決
の
他
に
、
二
名
の
台
湾
人
戦
犯
に
無
期
懲
役
、
五
一
名

に
有
期
懲
役
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
身
分
は
一
七
名
が
「
軍

属
」、
八
名
が
「
警
察
」
で
、
一
〇
名
が
「
商
人
」
で
あ
っ
〉
11
〈
た
。

　

実
は
、
台
湾
人
が
日
本
の
軍
隊
で
担
っ
て
い
た
の
は
主
に
非
戦
闘

任
務
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
場
合
、
最
も
低
い
階
級
に
置
か
れ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
台
湾
人
戦
犯
が
告
訴
さ
れ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど

補
助
的
従
属
的
で
、
非
軍
人
、
一
般
人
に
行
っ
た
行
為
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
中
華
民
国
の
裁
判
中
に
多
数
の
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。

驚
く
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
台
湾
人
戦
犯
は
戦
中
、
受
動
的
で
、
上
官

の
命
令
を
聞
く
し
か
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
裁
判
の
結
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果
が
い
ず
れ
も
非
常
に
厳
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

二
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
裁
判
に
お
け
る 

台
湾
人
戦
犯

　

戦
後
、
中
華
民
国
の
ほ
か
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ

ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
四
国
で
独
自
に
行
わ
れ
た
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判

で
も
、
台
湾
人
戦
犯
が
裁
判
を
受
け
た
。
有
罪
宣
告
さ
れ
た
合
計
一

九
〇
名
の
台
湾
人
戦
犯
の
う
ち
、
二
一
名
に
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
、

執
行
さ
れ
〉
12
〈
た
。
上
記
の
四
国
の
う
ち
、
台
湾
人
戦
犯
に
最
も
大
き
な

影
響
を
与
え
た
の
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
台
湾
人
戦
犯
は
合
計
九
五
名
に
も
上
り
、

全
台
湾
人
戦
犯
一
九
〇
名
の
半
数
を
占
め
た
。
う
ち
七
名
の
台
湾
人

戦
犯
が
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
。

　

戦
後
、
連
合
国
に
よ
る
戦
争
犯
罪
の
調
査
と
訴
追
の
過
程
に
お
い

て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
ず
っ
と
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
。
東
京
裁
判
で
裁
判
長
を
務
め
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ェ
ッ
ブ

（Sir W
illiam

 F. W
ebb

）
は
、
一
九
四
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
の

間
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
任
命
さ
れ
、
日
本
の
戦
争
犯
罪
に
関

す
る
調
査
を
三
度
行
っ
〉
13
〈

た
。
一
九
四
五
年
一
〇
月
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
国
会
で
は
「
一
九
四
五
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
戦
争
犯
罪
法
案
」

（A
ustralian W

ar C
rim

es A
ct 1945

）
が
可
決
さ
れ
、
戦
後
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
で
行
わ
れ
た
戦
犯
裁
判
の
法
的
基
礎
と
な
っ
た
。
そ
の

後
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
軍
事
裁
判
所
を
開
き
、
日
本
の
戦
犯
（
台

湾
人
や
朝
鮮
人
の
戦
犯
も
含
む
）
に
裁
判
を
行
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
で
の
裁
判
は
、
一
九
四
五
年
一
一
月
に
始
ま
り
、
ラ
ブ
ア
ン

（Labuan

）、
ウ
ェ
ワ
ク
（W

ewak

）、
モ
ロ
タ
イ
（M

orotai

）、
ラ

バ
ウ
ル
（R

abaul

）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
本
土
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン

（D
arwin

）、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
香
港
、
そ
し
て
マ
ヌ
ス
島
（M

anus 
Island

）
な
ど
で
行
わ
れ
〉
14
〈

た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
戦
犯
裁
判
は

一
九
五
一
年
ま
で
行
わ
れ
、
同
年
四
月
九
日
の
マ
ヌ
ス
島
で
の
裁
判

で
よ
う
や
く
終
結
し
〉
15
〈

た
。
各
地
で
設
立
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍

事
裁
判
所
は
合
計
二
九
六
件
の
裁
判
を
行
っ
〉
16
〈
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
公
式
統
計
か
ら
見
る
と
、
裁
判
を
受
け
た
の
は
日
本
の
戦
犯
（
台

湾
人
と
朝
鮮
人
を
含
む
）
九
二
二
名
、
う
ち
有
罪
判
決
を
言
い
渡
さ

れ
た
の
は
六
四
一
名
で
、
そ
の
中
で
死
刑
判
決
を
受
け
た
の
は
一
四

八
人
、
さ
ら
に
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
の
は
一
三
七
人
で
あ
っ
〉
17
〈

た
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
裁
判
所
で
有
罪
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
六
四

一
名
の
う
ち
、
台
湾
人
戦
犯
は
九
五
名
で
あ
り
、
約
一
五
％
を
占
め

て
い
る
。
そ
の
う
ち
死
刑
判
決
を
受
け
、
執
行
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯

は
七
名
で
あ
っ
た
。
懲
役
刑
を
受
け
た
の
は
八
四
名
で
あ
り
、
残
り

の
四
名
は
事
故
や
病
気
、
自
殺
な
ど
に
よ
り
刑
務
所
内
で
死
亡

し
〉
18
〈

た
。
記
録
に
よ
る
と
、
台
湾
人
戦
犯
が
初
め
て
死
刑
を
宣
告
さ

れ
、
さ
ら
に
執
行
さ
れ
た
の
は
一
九
四
六
年
六
月
で
あ
〉
19
〈

る
。
ま
た

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
事
裁
判
所
の
記
録
に
よ
る
と
、
台
湾
人
戦
犯
が

判
決
を
受
け
た
案
件
は
、
少
な
く
と
も
一
〇
件
以
上
あ
り
、
単
一
案
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件
で
最
も
多
く
の
台
湾
人
戦
犯
が
判
決
を
受
け
た
の
は
、
一
九
四
六

年
一
月
二
二
日
か
ら
三
一
日
ま
で
モ
ロ
タ
イ
で
行
わ
れ
た
裁
判
で
、

合
計
三
二
名
の
台
湾
人
戦
犯
が
裁
か
れ
た
。
戦
時
中
、
彼
ら
は
全
員

サ
ラ
ワ
ク
（Sawarak

）
の
ク
チ
ン
（K

uching

）
に
在
っ
た
捕
虜
収

容
所
の
「
看
守
」（guards, prisoner of war cam

p

）
で
あ
っ
〉
20
〈

た
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
家
公
文
書
館
所
蔵
の
軍
事
裁
判
所
の
記
録
と

日
本
政
府
の
公
文
書
に
よ
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
事
裁
判
所
で

死
刑
判
決
を
受
け
、
そ
し
て
処
刑
さ
れ
た
の
は
以
下
の
七
名
で

あ
〉
21
〈

る
。

　

米
田
進
（
潘
進
添
）：
昭
和
二
一
年
六
月
一
七
日
に
ラ
バ
ウ
ル
で

処
刑
。戦
時
中
の
職
務
は
ラ
バ
ウ
ル
貨
物
廠
の
軍
属
で
あ
っ
た
。

　

林
一
（
林
發
伊
）：
昭
和
二
一
年
七
月
一
七
日
に
ラ
バ
ウ
ル
で
処

刑
。
戦
時
中
の
職
務
は
ラ
バ
ウ
ル
第
二
六
（
野
戦
）
貨
物
廠
台

湾
特
設
勤
労
奉
公
団
（
軍
属
）
で
あ
っ
た
。

　

木
代
原
武
雄
（
陳
銘
志
）：
昭
和
二
一
年
七
月
一
七
日
に
ラ
バ
ウ

ル
で
処
刑
。
戦
時
中
の
職
務
は
ラ
バ
ウ
ル
第
二
六
（
野
戦
）
貨

物
廠
台
湾
特
設
勤
労
奉
公
団
（
軍
属
）
で
あ
っ
た
。

　

林
義
徳
（
林
江
山
）：
昭
和
二
一
年
八
月
三
〇
日
に
ラ
バ
ウ
ル
で

処
刑
。
戦
時
中
の
職
務
は
ボ
ル
ネ
オ
捕
虜
収
容
所
軍
属
で
あ
っ

た
。

　

鈴
木
三
郎
（
李
淋
彩
）：
昭
和
二
一
年
一
〇
月
一
八
日
に
ラ
バ
ウ

ル
で
処
刑
。
戦
時
中
の
職
務
は
ボ
ル
ネ
オ
捕
虜
収
容
所
軍
属
で

あ
っ
た
。

　

川
上
清
（
蔣
清
全
）：
昭
和
二
一
年
一
〇
月
一
八
日
に
ラ
バ
ウ
ル

で
処
刑
。
戦
時
中
の
職
務
は
ボ
ル
ネ
オ
捕
虜
収
容
所
軍
属
で

あ
っ
た
。

　

北
村
光
太
郎
（
王
壁
山
）：
昭
和
二
一
年
一
〇
月
一
八
日
に
ラ
バ

ウ
ル
で
処
刑
。
戦
時
中
の
職
務
は
ボ
ル
ネ
オ
捕
虜
収
容
所
軍
属

で
あ
っ
た
。

　

裁
判
を
受
け
た
人
数
も
処
刑
さ
れ
た
人
数
も
限
ら
れ
て
い
た
が
、

戦
後
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
社
会
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
台
湾
人
戦

犯
が
関
与
し
た
戦
争
犯
罪
は
特
殊
な
意
義
が
あ
っ
た
。
鈴
木
三
郎
、

川
上
清
、
北
村
光
太
郎
の
三
名
は
一
九
四
五
年
三
月
に
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
人
捕
虜
一
名
を
殺
害
し
た
こ
と
を
追
究
さ
れ
、
死
刑
判
決
を
受

け
〉
22
〈

た
。
林
義
徳
は
別
件
で
一
九
四
五
年
四
月
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人

捕
虜
一
名
の
殺
害
を
追
究
さ
れ
、
死
刑
判
決
を
受
け
〉
23
〈
た
。
こ
の
二
件

は
、
悪
名
高
き
「
サ
ン
ダ
カ
ン
死
の
行
進
」（Sandakan death 

m
arches

）
で
の
捕
虜
虐
殺
事
件
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
事

件
の
背
景
は
一
九
四
四
年
末
、
連
合
国
軍
は
当
時
日
本
軍
に
占
拠
さ

れ
て
い
た
ボ
ル
ネ
オ
に
進
軍
を
開
始
し
た
。
こ
れ
を
見
て
、
日
本
軍

は
当
時
サ
ン
ダ
カ
ン
（Sandakan

）
で
労
働
さ
せ
ら
れ
て
い
た
連
合

国
軍
の
捕
虜
（
多
く
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
人
で
、
一
部
は
イ
ギ
リ

ス
軍
人
）
に
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
総
長
二
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
行
軍

を
強
要
し
、
彼
ら
を
内
陸
の
ラ
ナ
ウ
（R

anau

）
に
移
動
さ
せ
よ
う

と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
途
中
で
、
二
千
名
以
上
の
捕
虜
が
死
亡

し
、
最
終
的
な
生
存
者
は
六
名
（
全
員
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
）
の
み
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で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
だ
け
で
あ
ま
り
に
も
多
く
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
人
捕
虜
が
犠
牲
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、「
サ
ン
ダ
カ
ン
死
の
行

進
」
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
近
代
史
に
お
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
中

の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
対
す
る
最
も
重
大
な
「
単
一
の
虐
殺

事
〉
24
〈

件
」、
あ
る
い
は
「
最
大
の
悲
劇
」
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ

て
い
〉
25
〈

る
。

　

戦
時
中
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
人
│
│
特
に
日
本
軍
の
捕
虜
と

な
っ
た
後
│
│
が
受
け
た
傷
害
あ
る
い
は
殺
害
は
、
戦
後
の
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
が
行
っ
た
日
本
人
戦
犯
の
裁
判
の
最
も
重
要
な
動
機
で
も

あ
り
、
裁
判
の
量
刑
に
関
す
る
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
も
あ
っ

た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
裁
判
を
受
け
た
台
湾
人
戦
犯
は
、
そ
の
大

半
は
戦
時
中
に
連
合
国
軍
の
捕
虜
の
監
視
係
を
担
当
さ
せ
ら
れ
て
い

た
た
め
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
戦
後
に
行
っ
た
戦
犯
裁
判
で
主
な
起

訴
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
台
湾
人
戦
犯
と
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
人
捕
虜
と
の
関
係
が
緊
密
で
あ
る
こ
と
も
、
台
湾
人
戦
犯
が

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
軍
事
裁
判
で
、
全
被
告
の
約
一
五
％
と
い
う
異

常
に
高
い
割
合
を
占
め
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

　

前
述
し
た
鈴
木
三
郎
、
川
上
清
、
北
村
光
太
郎
の
三
名
の
台
湾
人

戦
犯
の
裁
判
の
中
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
側
の
最
も
重
要
な
証
人

は
、
戦
時
中
に
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
キ
ー
ス
・
ボ
ッ
テ
リ
ル
（K

eith 
B

〉
26
〈

otterill

）
で
、
林
義
徳
の
裁
判
の
中
で
も
、
最
も
重
要
な
証
人
は

同
じ
く
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
デ
ィ
ッ
ク
・
モ
ク
サ
ン

（W
illiam

 D
ick M

〉
27
〈

oxham

）
で
あ
っ
た
。
ボ
ッ
テ
リ
ル
も
モ
ク
サ

ン
も
、「
サ
ン
ダ
カ
ン
死
の
行
進
」
の
わ
ず
か
六
名
の
生
還
者
の
う

ち
の
一
名
で
あ
り
、
こ
の
六
名
の
証
言
に
よ
っ
て
、「
サ
ン
ダ
カ
ン

死
の
行
進
」
の
事
実
が
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
〉
28
〈

る
。

ボ
ッ
テ
リ
ル
や
モ
ク
サ
ン
ら
六
名
は
「
サ
ン
ダ
カ
ン
死
の
行
進
」
か

ら
奇
跡
的
に
生
還
し
た
た
め
に
、
戦
後
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
「the 
Sandakan Six

」
と
呼
ば
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
伝
説
的
ヒ
ー

ロ
ー
と
な
っ
た
。
終
戦
後
の
今
な
お
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
を
記
念
す
る
と
き
、
ボ
ッ
テ
リ
ル
や
モ
ク
サ
ン
な
ど

の
戦
争
体
験
が
語
ら
れ
て
い
〉
29
〈

る
。
前
述
の
四
名
の
台
湾
人
戦
犯
も
、

ボ
ッ
テ
リ
ル
と
モ
ク
サ
ン
の
軍
事
裁
判
所
で
の
証
言
に
よ
っ
て
、
判

決
が
下
さ
れ
処
刑
さ
れ
た
。

　

こ
の
台
湾
人
戦
犯
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
最
も
有
名
な
第
二
次
世

界
大
戦
の
生
存
者
と
の
関
係
は
、
今
な
お
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
。
こ
の
事
件
を
通
し
て
、
戦
後
に
お
い
て
も
台
湾
と
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
植
民
／
戦
争
の
歴
史
が
依
然
と
し
て
お
互
い
に
影
響
し
続
け

て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
す
る
議
論
は
、
戦
後
七

〇
年
を
迎
え
た
台
湾
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
そ
し
て
日
本
の
社
会

に
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
つ
い
て
再
認
識
し
、
思
考
し
、
反
省
す
る

機
会
を
与
え
た
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
有
罪
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
、
執
行
さ

れ
た
九
五
名
の
台
湾
人
戦
犯
の
中
で
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
事
件
の

被
告
人
で
あ
る
八
名
の
台
湾
人
戦
犯
は
、「
中
国
の
捕
虜
」
を
殺
害

し
た
罪
で
訴
え
ら
れ
、
有
罪
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
こ
と
が
、
注
目
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さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
ラ
バ
ウ
ル
で
の
事
件
に
関
与
し
た
七
名
の
台
湾

人
戦
犯
は
、
死
刑
判
決
を
受
け
、
最
終
的
に
は
二
名
（
前
述
の
林
一

と
木
代
原
武
雄
）
の
刑
が
執
行
さ
れ
た
。
残
る
五
名
は
執
行
前
に
無

期
懲
役
に
変
更
さ
れ
〉
30
〈

た
。
も
う
一
件
の
タ
リ
リ
（Talili

）
で
起
き

た
事
件
で
は
、
一
名
の
台
湾
人
戦
犯
が
死
刑
判
決
を
受
け
、
執
行
さ

れ
た
（
前
述
の
米
田
〉
31
〈

進
）。
以
上
の
例
は
、
前
節
で
述
べ
た
台
湾
人

戦
犯
の
戦
後
（
中
華
民
国
の
）
裁
判
に
お
け
る
、
特
殊
か
つ
奇
妙
な

多
重
の
身
分
と
深
く
関
係
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
戦
後
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
で
軍
事
裁
判
を
受
け
た
台
湾
人
戦
犯
は
、「
中
華
民
国
籍
」
を

持
ち
な
が
ら
自
分
の
国
│
│
中
華
民
国
│
│
の
同
胞
（
中
国
人
捕

虜
）
に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

戦
後
、
連
合
国
が
台
湾
人
戦
犯
に
対
す
る
処
理
の
過
程
の
中
で
、

一
九
四
六
年
の
裁
判
の
開
始
か
ら
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
す
べ
て

の
戦
犯
が
釈
放
さ
れ
る
ま
で
、
台
湾
人
戦
犯
と
い
う
特
殊
な
多
重
の

身
分
は
さ
ら
に
特
殊
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
特
に
幾
つ
か
の

「
越
境
的
」
な
課
題
に
お
い
て
、
中
華
民
国
（
そ
し
て
他
の
連
合
国

と
日
本
も
）
の
政
府
は
台
湾
人
戦
犯
と
い
う
特
殊
で
多
重
な
「
国

籍
」
│
│
彼
ら
の
法
律
上
の
義
務
や
権
利
な
ど
を
含
め
│
│
に
つ
い

て
、
い
ず
れ
も
曖
昧
か
つ
矛
盾
し
た
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
問

題
に
関
連
し
て
、
判
決
確
定
後
の
「
原
籍
送
還
」（
刑
は
継
続
）、
そ

の
後
の
「
赦
免
と
減
刑
」、
そ
し
て
最
終
的
に
は
「
釈
放
と
送
還
」

な
ど
の
処
理
が
さ
れ
た
。
以
下
本
論
は
、
中
華
民
国
政
府
の
公
文
書

記
録
を
通
じ
て
、
一
九
五
一
年
以
後
中
華
民
国
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
台
湾
人
戦
犯
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三
　
中
華
民
国
政
府
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に 

裁
か
れ
た
台
湾
人
戦
犯

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
台
湾
人
戦
犯
の
問
題
を
処
理
す
る
中
華
民
国

政
府
の
機
関
は
、
総
統
府
、
外
交
部
、
駐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館

で
あ
っ
た
。
そ
の
根
本
的
な
問
題
は
、
台
湾
人
戦
犯
の
「
国
籍
」
で

あ
っ
た
。
中
華
民
国
政
府
は
一
九
四
六
年
一
月
に
命
令
を
公
布
し
、

す
べ
て
の
台
湾
の
人
民
を
中
国
籍
（
中
華
民
国
籍
）
と
し
た
。
し
か

し
、
中
華
民
国
政
府
は
海
外
に
お
け
る
台
湾
人
戦
犯
の
国
籍
に
関
し

て
、
ず
っ
と
曖
昧
な
態
度
を
取
り
続
け
て
い
た
。

　

一
九
五
一
年
か
ら
、「
中
華
民
国
駐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
」

は
す
で
に
台
湾
人
戦
犯
の
国
籍
問
題
に
つ
い
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政

府
と
の
対
話
を
行
っ
て
い
た
。
当
初
、
駐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館

は
、
マ
ヌ
ス
島
で
拘
留
さ
れ
て
い
た
台
湾
人
戦
犯
の
国
籍
問
題
に
つ

い
て
、「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
側
は
ま
だ
検
討
中
で
あ
〉
32
〈

る
」
と
報
告
し

た
。
し
か
し
の
ち
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
側
が
「
拘
留
し
て
い
る
台

湾
省
籍
人
民
は
一
貫
し
て
日
本
の
戦
犯
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
と

い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
結
論
づ
け
た
。
さ
ら
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
政
府
と
の
交
渉
過
程
で
、
駐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
が
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
台
湾
人
戦
犯
が
中
華
民
国
籍
を
有
し
て
い
る
と

明
確
に
は
主
張
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
代
わ
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り
に
、
台
湾
人
戦
犯
の
家
族
の
要
望
、
戦
争
が
す
で
に
終
結
し
た
こ

と
、「
彼
ら
は
罪
を
犯
し
て
は
い
る
が
強
制
的
徴
用
に
よ
る
や
む
を

得
な
い
も
の
で
あ
り
、
個
人
的
行
為
と
は
い
え
な
い
」
な
ど
の
理
由

で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
側
に
台
湾
人
戦
犯
の
釈
放
（
あ
る
い
は
減

刑
）
を
交
渉
し
て
い
〉
33
〈

た
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
中
華
民
国
駐
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
自
体
の
、
台
湾
人
戦
犯
の
国
籍
に
対
す
る
態
度

も
さ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
電
報
で
外
交
部
に
「
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
側
は
国
籍
や
刑
期
未
満
了
の
問
題
を
持
ち
出
す
可
能
性

も
あ
る
が
、
我
々
は
い
か
に
交
渉
す
べ
き
〉
34
〈

か
」
と
質
問
し
た
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
。

　

先
に
述
べ
て
お
く
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
行
わ
れ
た
戦
犯
裁
判

は
、
一
九
四
六
年
に
は
す
で
に
数
多
く
の
台
湾
人
戦
犯
に
有
罪
判
決

を
下
し
、
刑
を
執
行
し
始
め
た
が
、
現
存
す
る
中
華
民
国
政
府
の
台

湾
人
戦
犯
関
連
問
題
に
つ
い
て
の
文
書
の
多
く
は
、
一
九
五
一
年
か

ら
一
九
五
六
年
ま
で
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
録
の
タ
イ

ミ
ン
グ
は
偶
然
で
は
な
く
、
各
国
が
正
式
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講

和
条
約
に
調
印
し
た
の
が
、
一
九
五
一
年
九
月
八
日
で
あ
っ
た
こ
と

が
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
四
五
年
以
後
の
国
際
情
勢

の
様
々
な
、
ま
た
複
雑
な
変
化
に
よ
り
、
戦
争
責
任
の
確
定
や
戦
後

の
国
際
秩
序
の
再
建
は
、
一
九
五
一
年
に
至
り
よ
う
や
く
明
確
な
も

の
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
、
各
国
政
府
が

改
め
て
戦
犯
関
連
問
題
を
検
討
す
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
中

華
民
国
政
府
の
場
合
は
、
さ
ら
に
少
々
後
に
な
る
。
そ
れ
は
（
連
合

国
と
日
本
が
調
印
し
た
）
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
一
九
五

二
年
四
月
二
八
日
に
発
効
と
な
っ
て
か
ら
、
や
っ
と
日
本
と
単
独
で

平
和
条
約
（
日
華
平
和
条
約
）
を
調
印
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め

で
あ
る
。

　

一
九
五
一
年
か
ら
一
九
五
六
年
ま
で
の
期
間
、
中
華
民
国
政
府
が

最
初
に
取
り
組
ん
だ
課
題
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
が
刑
の
継
続

の
た
め
、
台
湾
人
戦
犯
を
日
本
に
「
原
籍
送
還
」
し
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
戦
犯
裁
判
が
終
わ
り
、
刑
期
が
確
定
さ
れ
た
後
、
死
刑
判
決
を

受
け
な
か
っ
た
台
湾
人
戦
犯
は
、
他
の
日
本
人
戦
犯
と
同
じ
く
最
初

は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
刑
に
服
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
台
湾
人
戦

犯
が
最
も
多
く
い
た
の
は
、
マ
ヌ
ス
島
の
刑
務
所
で
あ
っ
た
。
し
か

し
間
も
な
く
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
日
本
と
の
戦
後
の
友
好
関

係
再
建
な
ど
を
理
由
に
、
一
九
五
三
年
よ
り
順
次
、
戦
犯
ら
を
「
原

籍
送
還
」
し
、
元
の
国
籍
の
あ
る
国
の
政
府
に
刑
の
続
行
を
要
求

し
〉
35
〈

た
。
資
料
に
よ
る
と
、
確
か
に
一
部
の
台
湾
人
戦
犯
が
台
湾
に
送

還
さ
れ
〉
36
〈

た
が
、
同
時
に
大
多
数
の
台
湾
人
戦
犯
は
こ
の
過
程
の
中
で

中
華
民
国
の
台
湾
で
は
な
く
日
本
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
〉
37
〈

る
。

　

一
九
五
二
年
駐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
が
台
北
の
外
交
部
に

送
っ
た
報
告
書
に
よ
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
、「
原
籍
地

に
送
還
し
刑
を
執
行
す
る
」
と
い
う
要
求
を
行
っ
た
の
は
、
日
本
政

府
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
、
中
華
民
国
政
府
は
受
動
的
に
、
し
か
も
遅

れ
て
こ
の
件
に
取
り
組
み
始
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
が
日
本
政
府
の
要
求
に
全
面
的
に
応
じ
、「
刑
期
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未
満
了
の
日
本
人
戦
犯
を
日
本
に
送
還
し
て
刑
を
継
続
す
る
」
こ
と

を
決
め
た
後
も
、
中
華
民
国
駐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
は
な
お
も

「
日
本
政
府
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
刑
期
未
満
了
の
台
湾
人
戦

犯
を
台
湾
や
日
本
に
送
り
刑
を
継
続
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
否

か
」
と
、
台
北
に
あ
る
外
交
部
に
更
な
る
指
示
を
求
め
て
い
〉
38
〈

る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
中
華
民
国
政
府
は
台
湾
人
戦
犯
の
「
原
籍
送
還
」
と

台
湾
で
刑
を
継
続
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
態
度
も
さ
ほ
ど
明
確
で
は

な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
確
か
に
、
駐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館

は
何
度
か
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
対
し
て
マ
ヌ
ス
島
に
拘
留
さ
れ
て
い

た
台
湾
人
戦
犯
を
釈
放
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な

動
き
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
台
湾
人
戦
犯
を
「
原
籍
送
還
」
し
、
台

湾
で
「
刑
の
執
行
」
を
継
続
す
る
か
否
か
と
い
う
件
に
つ
い
て
は
、

態
度
を
保
留
し
続
け
て
い
た
。
中
華
民
国
が
こ
の
件
に
つ
い
て
検
討

し
始
め
た
の
は
、
中
華
民
国
政
府
が
「
刑
の
継
続
を
保
証
す
る
」
こ

と
が
で
き
る
な
ら
「
先
に
台
湾
に
送
還
」
す
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
政
府
が
提
案
し
て
か
ら
で
あ
〉
39
〈

る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
側
の
こ
の
提

案
に
関
し
て
、
中
華
民
国
外
交
部
が
の
ち
に
駐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大

使
館
に
、「
必
要
な
場
合
、
我
々
は
二
〇
年
の
懲
役
刑
や
無
期
懲
役

刑
を
下
さ
れ
た
」
台
湾
人
戦
犯
を
「
台
湾
に
移
動
さ
せ
刑
を
継
続
さ

せ
な
が
ら
相
談
の
余
地
を
保
つ
」
と
伝
〉
40
〈

え
、
ま
た
何
度
か
こ
の
よ
う

な
立
場
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
表
明
す
る
よ
う
指
示
し
た
〉
41
〈

が
、
時
す

で
に
遅
く
、
最
終
的
に
、
台
湾
人
戦
犯
を
「
台
湾
に
移
動
さ
せ
刑
を

継
続
さ
せ
る
」
こ
と
は
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
。「
原
籍
送
還
し
て
刑

を
継
続
す
る
」
と
い
う
問
題
へ
の
反
応
か
ら
鑑
み
る
に
、
中
華
民
国

政
府
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
台
湾
人
戦
犯
に
対
し
て
は
、
消
極
的
で

受
動
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
一
九
五
二
年
か
ら
も
う
一
つ
の
問
題
が
発
生
し
た
。
戦
犯

の
「
赦
免
と
減
刑
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
資
料
に
よ
る
と
、
日
本
政

府
（
法
務
省
の
中
央
更
生
保
護
審
査
会
が
中
心
）
と
中
華
民
国
政
府

は
台
湾
人
戦
犯
に
代
わ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
（
そ
し
て
他

の
連
合
国
に
）、
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
を
減
刑
、
あ
る
い
は
赦
免
し
、
彼
ら

の
刑
期
満
了
前
に
釈
放
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
。
こ
の
問
題
に
お
い

て
、
日
本
政
府
も
中
華
民
国
政
府
も
自
分
が
台
湾
人
戦
犯
の
問
題
を

処
理
す
る
正
当
性
を
持
つ
と
考
え
て
い
た
。
た
だ
し
、
中
華
民
国
政

府
か
日
本
政
府
の
ど
ち
ら
が
主
に
台
湾
人
戦
犯
の
「
赦
免
と
減
刑
」

の
要
求
を
提
出
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
中
華
民
国
政
府

が
消
極
的
対
応
を
取
っ
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

台
湾
人
戦
犯
の
国
籍
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
九

四
六
年
、
中
華
民
国
政
府
が
す
で
に
す
べ
て
の
台
湾
の
人
民
の
国
籍

を
中
国
（
中
華
民
国
）
籍
と
す
る
命
令
を
出
し
た
。
さ
ら
に
、
日
本

と
関
わ
る
戦
後
処
理
に
つ
い
て
は
、
台
湾
人
の
国
籍
問
題
を
含
め

て
、
一
九
五
二
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
し
、
中

華
民
国
と
日
本
国
が
個
別
に
「
日
華
平
和
条
約
」
を
調
印
し
た
の
ち

に
は
確
認
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
五
四
年
、
日
本

政
府
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
台
湾
人
戦
犯
の
有
罪
判
決
を
受
け
、

彼
ら
の
「
赦
免
と
減
刑
」
と
い
う
要
求
を
提
出
し
た
〉
42
〈

際
、
中
華
民
国
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政
府
は
沈
黙
を
保
ち
、
こ
の
間
、
連
合
国
や
日
本
側
へ
の
異
議
申
し

立
て
も
行
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
中
華
民
国
政
府
は
当
時
、

台
湾
人
戦
犯
の
国
籍
問
題
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
曖
昧
な
態
度
を

取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

台
湾
人
戦
犯
の
身
分
と
関
わ
る
「
越
境
的
」
課
題
の
三
つ
目
は

「
釈
放
と
送
還
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
九
五
一
年
か
ら
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
で
刑
に
服
し
て
い
た
台
湾
人
戦
犯
が
刑
期
満
了
に
よ
っ
て
釈

放
さ
れ
は
じ
め
た
。
さ
ら
に
「
南
洋
近
辺
で
拘
留
さ
れ
て
い
る
台
湾

同
胞
を
救
出
す
る
」
た
め
、
台
湾
省
政
府
も
一
九
五
二
年
に
そ
の
管

轄
下
の
二
二
の
台
湾
各
県
市
に
電
報
を
送
り
、「
日
本
占
拠
時
代
に

従
軍
を
強
い
ら
れ
た
台
湾
同
胞
」
の
調
査
を
命
じ
た
。
そ
の
後
、
各

自
治
体
か
ら
の
報
告
に
基
づ
く
調
査
資
料
を
外
交
部
に
提
示
し
〉
43
〈

た
。

当
時
、
中
華
民
国
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
す
で
に
釈
放
さ
れ
た

台
湾
人
戦
犯
を
台
湾
に
送
還
す
る
よ
う
に
交
渉
し
た
が
、
中
華
民
国

政
府
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
間
に
は
、
台
湾
人
戦
犯
の
国
籍
に

対
す
る
共
通
認
識
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
台
湾
人
戦
犯
は
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
マ
ヌ
ス
島
か
ら
直
接
台
湾
に
で
は
な
く
、
日
本

に
送
ら
れ
〉
44
〈

た
。
こ
の
際
、
中
華
民
国
外
交
部
は
駐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

大
使
館
を
通
じ
、
こ
の
件
に
つ
い
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
継
続

的
に
連
絡
を
と
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
送
還
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
の
リ

ス
ト
、
日
本
に
送
還
さ
れ
た
時
間
、
搭
乗
し
た
戦
艦
の
名
前
な
ど
の

詳
細
ま
で
含
ま
れ
て
い
〉
45
〈

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政

府
に
対
す
る
抗
議
や
反
対
は
交
渉
記
録
の
中
で
全
く
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
記
録
か
ら
は
、
中
華
民
国
政
府
は
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
側
の
決
定
や
そ
の
後
の
行
動
を
消
極
的
に
で
は
あ
る
が
受
け
入

れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
側
が
台
湾
人
戦
犯
を
他

の
日
本
人
戦
犯
と
一
緒
に
日
本
に
送
還
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
際

に
〉
46
〈

も
、「
事
前
に
日
本
側
と
密
談
す
れ
ば
、
台
湾
省
人
民
を
台
湾
に

送
還
す
る
こ
と
の
同
意
が
日
本
と
の
間
に
得
ら
れ
る
だ
ろ
〉
47
〈

う
」
と

い
っ
た
意
見
が
あ
り
、
釈
放
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
の
送
還
問
題
の
主

導
権
を
日
本
政
府
に
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

中
華
民
国
政
府
の
報
告
に
よ
る
と
、
一
九
五
三
年
の
こ
の
件
に
つ

い
て
、
台
湾
世
論
に
「
頗
る
多
く
の
非
議
」
が
巻
き
起
こ
り
、
由
々

し
き
事
態
と
し
て
、
中
華
民
国
政
府
の
ト
ッ
プ
が
注
視
す
る
ま
で
に

至
っ
た
。「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
て
刑
期
を
終
え
た
台
湾
人
同
胞
が

日
本
に
送
還
さ
れ
る
こ
と
を
新
聞
記
事
に
よ
り
知
っ
た
後
の
反
応
」

を
見
て
、
当
時
の
総
統
・
蔣
介
石
が
息
子
の
蔣
経
国
を
介
し
て
、
外

交
部
長
の
葉
公
超
に
、「
外
交
部
が
何
故
主
導
的
に
交
渉
を
行
わ
な

か
っ
た
の
か
調
査
せ
〉
48
〈

よ
」
と
命
じ
た
。
総
統
府
の
報
告
に
よ
る
と
、

台
湾
の
民
衆
は
台
湾
人
戦
犯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と

い
う
。「
日
本
の
戦
犯
と
し
て
受
刑
し
て
い
た
が
、
す
で
に
刑
期
を

終
え
て
い
る
の
で
、
無
罪
の
自
由
な
中
国
の
国
民
で
あ
る
。
台
湾
に

送
還
す
る
か
我
が
国
の
政
府
に
身
柄
引
渡
し
を
通
知
し
、
彼
ら
を
尊

重
す
べ
き
で
あ
り
、
日
本
に
は
送
還
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
我
が

国
の
外
交
当
局
が
こ
の
件
に
対
し
て
全
く
意
思
表
示
を
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
台
湾
同
胞
へ
の
差
別
は
明
ら
か
で
あ
〉
49
〈

る
」。
ま
た
、
同
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時
期
の
中
華
民
国
政
府
の
「
華
僑
」
に
対
す
る
強
い
関
心
は
、
台
湾

世
論
の
更
な
る
不
満
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。
中
華
民
国
政
府
高
官
の

書
簡
に
次
の
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
た
。「
こ
の
度
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政

府
が
多
く
の
無
実
の
華
僑
を
逮
捕
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
政
府

当
局
は
何
度
も
諦
め
ず
に
交
渉
を
行
っ
た
。
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ

た
も
の
の
、
華
僑
同
胞
の
精
神
に
対
す
る
慰
め
に
は
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
刑
期
を
終
え
た
台
湾
同
胞
に
関
し
て
、
政
府
が
こ
と
も
あ
ろ

う
に
交
渉
さ
え
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
実
に
不
当
で
あ
〉
50
〈

る
」。

　

そ
の
後
、
中
華
民
国
駐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
は
す
ぐ
に
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
側
に
、「
台
湾
人
戦
犯
は
す
で
に
中
国
籍
の
人
民
と

な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
側
は
釈
放
せ
ず
、
さ

ら
に
日
本
人
戦
犯
と
一
緒
に
日
本
へ
送
り
継
続
し
て
服
役
さ
せ
る
の

は
、
感
情
の
面
で
も
道
理
の
面
で
も
筋
が
通
ら
な
い
」
と
主
張
し
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
刑
期
満
了
し
た
台
湾
人
戦
犯
を
「
台
湾
へ

の
直
接
送
還
」
を
検
討
す
る
よ
う
要
求
し
〉
51
〈

た
。
こ
れ
ま
で
の
消
極
的

態
度
か
ら
一
変
し
て
、
中
華
民
国
駐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
は
さ

ら
に
「
我
々
は
一
貫
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
赦
免
や
仮
釈
放
の

同
意
と
、
台
湾
へ
の
送
還
を
求
め
て
い
る
」
と
主
張
し
〉
52
〈

た
。
こ
れ
ら

の
変
化
を
、
台
湾
民
衆
の
不
満
を
引
き
起
こ
し
た
「
台
湾
省
の
世

論
」
と
比
較
す
る
と
、
中
華
民
国
政
府
は
台
湾
人
戦
犯
に
関
連
す
る

問
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
受
動
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
受
動
的
態
度
は
、
総
統
府
自
体
の
報
告
の
中
で
す
ら
批
判
さ

れ
、
そ
の
問
題
が
深
刻
か
つ
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
の
ち
、
中
華
民
国
政
府
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
台
湾
人
戦

犯
問
題
に
関
し
て
、
新
し
い
「
越
境
的
」
課
題
に
直
面
す
る
。
例
え

ば
、
一
九
五
六
年
七
月
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
が
一
方
的
に
「
日

本
戦
犯
に
関
す
る
新
し
い
減
刑
釈
放
の
方
法
」
を
公
布
し
、
ま
だ
東

京
の
巣
鴨
刑
務
所
で
服
役
し
て
い
た
数
名
の
台
湾
人
戦
犯
を
釈
放
す

る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
「
刑
期
の
三
分
の
一
あ
る

い
は
十
年
以
上
の
刑
に
服
し
た
」
多
数
の
台
湾
人
戦
犯
を
複
数
回
に

分
け
て
釈
放
し
〉
53
〈

た
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
「
原
籍
に
送
還
さ
れ
」

日
本
で
継
続
し
て
服
役
し
て
い
た
台
湾
人
戦
犯
は
、
刑
期
満
了
前
に

釈
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
台
湾
人
戦
犯
は
新
た
に
巣
鴨

刑
務
所
か
ら
釈
放
さ
れ
た
後
、
ど
こ
に
行
け
ば
良
い
の
か
、
台
湾
人

戦
犯
は
い
っ
た
い
何
人
な
の
か
、
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
。

　

資
料
に
よ
る
と
、
一
部
の
釈
放
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
は
中
華
民
国

に
直
接
送
還
さ
れ
た
が
、
多
く
の
台
湾
人
戦
犯
が
釈
放
後
も
そ
の
ま

ま
日
本
に
残
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
一
九
五
三
年
六
月
、

日
本
で
釈
放
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
一
一
名
が
横
浜
か
ら
台
湾
ま
で
送

還
さ
れ
た
が
、
同
時
に
釈
放
さ
れ
た
そ
の
他
の
台
湾
人
戦
犯
は
日
本

に
残
留
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
（
選
択
「
で
き
た
」
と
も
い
え
〉
54
〈

る
）。

情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
、
一
九
五
六
年
に
釈
放
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯

の
多
く
は
、
釈
放
後
も
日
本
に
残
留
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
台
湾
へ

の
帰
還
を
望
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
際
、
釈
放
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
を

説
得
し
台
湾
へ
帰
還
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
中
華
民
国
駐
日
大
使

館
は
、「
彼
ら
自
身
の
要
望
と
我
が
国
内
の
一
般
世
論
の
反
応
と
の
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双
方
に
応
え
〉
55
〈
る
」
べ
き
と
し
た
。
中
華
民
国
政
府
の
最
高
機
構
、
つ

ま
り
総
統
府
も
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

か
ら
四
七
名
の
台
湾
人
戦
犯
が
日
本
に
送
ら
れ
」
刑
の
執
行
を
継
続

さ
れ
る
と
い
う
情
報
と
そ
の
リ
ス
ト
を
外
交
部
に
提
供
し
〉
56
〈

た
。
総
統

府
は
さ
ら
に
こ
の
四
七
名
の
台
湾
人
戦
犯
の
う
ち
「
九
名
は
す
で
に

刑
期
満
了
で
釈
放
さ
れ
、
現
在
は
横
浜
で
日
本
政
府
に
衣
食
住
を
提

供
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
自
身
の
境
遇
を
極
め
て
苦
し
い
も
の
と
感

じ
て
い
る
が
、
台
湾
へ
帰
る
か
否
か
は
表
明
し
て
い
な
〉
57
〈

い
」
と
指
摘

し
た
。

　

奇
妙
な
こ
と
に
、
マ
ヌ
ス
島
に
収
監
さ
れ
て
い
た
複
数
名
の
台
湾

人
戦
犯
が
、
一
九
五
三
年
に
、
中
華
民
国
政
府
に
対
し
て
、
彼
ら
の

釈
放
と
台
湾
へ
の
送
還
を
支
援
し
て
く
れ
る
よ
う
手
紙
で
求
め
て

い
〉
58
〈
た
が
、
当
時
彼
ら
は
中
華
民
国
政
府
の
支
援
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
し
か
し
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
が
一
九
五
六
年
一
〇
月
に
（
赦

免
と
減
刑
の
後
に
）
東
京
巣
鴨
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯

を
釈
放
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
後
に
は
、
中
華
民
国
政
府
は
彼
ら
を

必
ず
台
湾
に
送
還
す
る
よ
う
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
釈

放
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
の
一
部
が
中
華
民
国
政
府
の
要
求
を
拒
み
、

日
本
に
残
留
す
る
こ
と
を
希
望
し
〉
59
〈

た
。
の
ち
に
中
華
民
国
政
府
は

様
々
な
ル
ー
ト
か
ら
、
巣
鴨
刑
務
所
よ
り
釈
放
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯

に
対
し
て
日
本
に
残
ら
ず
台
湾
に
帰
る
よ
う
に
説
得
し
よ
う
と
試

み
〉
60
〈

た
。

　

中
華
民
国
政
府
の
台
湾
人
戦
犯
に
関
す
る
態
度
と
政
策
は
、
こ
の

間
、
明
ら
か
に
大
き
く
転
換
し
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
中
華
民

国
の
「
反
共
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
、
中
国
国

民
党
が
台
湾
に
撤
退
し
、
中
国
共
産
党
と
海
を
隔
て
て
対
峙
す
る
構

造
が
出
来
上
が
っ
た
後
、「
反
共
」
は
国
民
党
政
府
の
最
高
指
導
方

針
と
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
国
際
政
治
が
形
成
し
た
「
冷

戦
」
構
造
は
、
中
華
民
国
政
府
の
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
、「
反

共
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
さ
ら
に
重
要
な
要
素
と
し
て
決
定
づ
け
た
。

台
湾
人
戦
犯
の
「
釈
放
と
送
還
」
の
問
題
に
お
い
て
、
こ
の
戦
後
／

冷
戦
体
制
が
形
成
し
た
反
共
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
国
民
党
政

府
の
決
定
や
処
理
方
針
に
甚
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。

例
え
ば
、
一
九
五
六
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
政
府
は
東
京
巣
鴨
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
た
戦
犯
を
釈
放
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
。
台
湾
人
戦
犯
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
多
数

は
出
所
後
に
日
本
に
残
留
し
て
仕
事
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
台
湾
へ

の
帰
還
を
望
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
日
本
政
府
は
釈

放
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
を
台
湾
に
「
強
制
送
還
す
る
権
利
は
な
い
」

と
し
て
い
た
。
中
華
民
国
駐
日
大
使
館
は
の
ち
に
こ
の
件
に
つ
い
て

外
交
部
に
「
釈
放
さ
れ
た
台
湾
省
民
が
我
々
の
忠
告
に
も
か
か
わ
ら

ず
依
然
と
し
て
台
湾
に
帰
ら
ず
日
本
に
残
留
を
続
け
る
こ
と
を
希
望

す
る
場
合
、
い
か
に
対
応
す
べ
き
〉
61
〈

か
」
と
指
示
を
求
め
た
。
実
際
、

日
本
外
務
省
か
ら
一
五
名
の
台
湾
人
戦
犯
が
釈
放
後
台
湾
へ
の
帰
還

を
望
ん
で
い
な
い
と
い
う
情
報
を
得
て
い
〉
62
〈

た
。
外
交
部
は
「
賊
軍
」

〔
訳
注
＝
原
文
「
匪
偽
」、
こ
こ
で
は
敵
対
し
て
い
た
共
産
党
の
こ
と
〕
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に
利
用
さ
れ
な
い
た
め
、
釈
放
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
に
台
湾
に
帰
還

す
る
よ
う
忠
告
せ
よ
」
と
伝
え
、
ま
た
駐
外
大
使
館
の
ス
タ
ッ
フ
に

は
「
常
に
細
心
の
注
意
を
払
う
よ
う
〉
63
〈

に
」、
ま
た
日
本
に
残
留
す
る

台
湾
人
戦
犯
が
「
偽
僑
委
会
」〔
訳
注
＝
在
日
の
中
国
共
産
党
の
華

僑
組
織
を
指
す
〕
に
引
き
込
ま
れ
る
の
を
防
ぐ
よ
う
に
指
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
指
示
を
受
け
、
中
華
民
国
駐
日
大
使
館
も
実
際
に
行
動

し
、「
計
六
五
名
の
戦
犯
に
対
し
、
人
員
の
派
遣
や
慰
労
品
の
分
配

を
行
い
、
も
っ
て
国
內
の
生
活
が
安
定
し
て
い
る
こ
と
を
宣
伝

し
〉
64
〈

た
」。
し
か
し
こ
れ
ら
の
「
忠
告
」
の
効
果
は
極
め
て
限
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
大
使
館
の
ス
タ
ッ
フ
が
「
収
監
中
及
び
釈
放
さ
れ

た
台
湾
人
戦
犯
計
六
五
名
に
対
し
て
、
台
湾
宝
島
タ
バ
コ
一
缶
及
び

日
本
円
で
二
〇
〇
円
相
当
の
ク
ッ
キ
ー
一
箱
を
贈
り
、
本
大
使
館
の

関
心
を
示
し
、
こ
れ
を
機
に
早
く
帰
国
す
る
よ
う
に
忠
告
し
〉
65
〈
た
」

が
、
結
局
ほ
ん
の
少
数
の
台
湾
人
戦
犯
の
み
が
釈
放
後
に
台
湾
に
帰

る
こ
と
を
決
め
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
巣
鴨
刑
務
所
の
最
後
の
一
群

の
台
湾
人
戦
犯
が
一
九
五
六
年
に
釈
放
さ
れ
た
際
の
駐
日
大
使
館
の

調
査
報
告
に
よ
る
と
、
日
本
で
釈
放
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
は
六
四
名

い
た
が
、台
湾
へ
の
帰
還
を
計
画
し
て
い
た
の
は
わ
ず
か
二
名
で

あ
っ
〉
66
〈

た
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、「
反
共
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
政
治
的

思
惑
は
、
国
民
政
府
が
台
湾
人
戦
犯
の
「
釈
放
と
送
還
」
問
題
に
関

す
る
処
理
の
方
針
及
び
手
段
を
決
定
す
る
際
に
、
大
き
く
影
響
し
た

と
い
え
よ
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
国
民
政
府
の
「
反
共
」
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
、
台
湾
人
戦
犯
の
救
助
を
求
め
る
地
方
の
民
意
に
つ
な
が
っ

た
。
例
え
ば
、
一
九
五
五
年
に
、
台
南
市
議
会
は
政
府
に
「
海
外
を

流
浪
し
て
い
る
台
湾
同
胞
を
迎
え
る
法
を
設
け
、
反
共
の
力
を
強
め

よ
〉
67
〈

う
」
と
提
案
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　

以
上
の
台
湾
人
戦
犯
の
「
釈
放
」
に
関
す
る
状
況
か
ら
、
中
華
民

国
政
府
は
台
湾
人
戦
犯
の
国
籍
に
つ
い
て
明
確
な
主
張
を
し
な
か
っ

た
た
め
に
、
台
湾
人
戦
犯
の
帰
属
に
つ
い
て
様
々
な
論
議
が
引
き
起

こ
さ
れ
た
。「
原
籍
送
還
と
刑
の
継
続
」
に
つ
い
て
の
問
題
で
は
、

中
華
民
国
政
府
は
消
極
的
な
態
度
を
取
っ
て
お
り
、
台
湾
人
戦
犯
の

国
籍
は
中
華
民
国
で
あ
る
と
強
く
主
張
し
な
か
っ
た
。
の
ち
に
、

「
赦
免
と
減
刑
」
及
び
「
釈
放
と
送
還
」
に
関
す
る
問
題
で
は
、
中

華
民
国
政
府
は
徐
々
に
積
極
的
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
日
本

で
釈
放
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
は
中
華
民
国
に
帰
還
す
べ
き
と
明
確
に

主
張
し
始
め
た
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
戦
後
／
冷
戦
体
制

と
い
う
状
況
下
で
の
「
反
共
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

中
華
民
国
政
府
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
日
本
な
ど
各
国
と
交
渉
し

た
際
の
外
交
文
書
に
よ
る
と
、
中
華
民
国
政
府
の
戦
後
の
台
湾
人
戦

犯
に
関
す
る
対
応
、
特
に
幾
つ
か
の
「
越
境
的
」
な
課
題
に
つ
い

て
、
台
湾
人
戦
犯
の
「
国
籍
」
に
関
す
る
問
題
（
彼
ら
の
法
律
的
権

利
や
義
務
な
ど
）
に
対
す
る
中
華
民
国
政
府
の
態
度
は
曖
昧
で
、
矛

盾
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
論
議
を
呼
ん
だ
。
中
華
民
国
政

府
は
戦
後
か
な
り
長
い
間
、
台
湾
人
戦
犯
の
「
国
籍
」
問
題
に
つ
い
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て
は
っ
き
り
と
確
認
し
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
台
湾
人
戦

犯
は
完
全
に
中
華
民
国
に
国
民
と
認
定
さ
れ
ず
、
戦
後
十
年
も
の

間
、
刑
期
を
満
了
、
或
い
は
移
管
さ
れ
服
役
を
継
続
し
た
場
合
も
、

次
々
と
日
本
に
送
還
さ
れ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
戦
後
の
越
境
的
な

文
脈
の
中
で
、
連
合
国
が
台
湾
人
戦
犯
に
行
っ
た
裁
判
に
お
い
て
、

台
湾
人
戦
犯
の
身
分
は
矛
盾
を
は
ら
む
不
安
定
な
状
態
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

結
び
に

　

戦
争
の
終
結
は
日
本
植
民
地
帝
国
の
崩
壊
を
意
味
し
、
中
華
民
国

政
府
は
そ
れ
に
従
い
台
湾
の
統
治
を
始
め
、
台
湾
人
の
身
分
は
帝
国

日
本
の
臣
民
か
ら
中
華
民
国
の
国
民
に
変
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
巨

大
な
変
化
の
中
、
戦
後
の
戦
犯
裁
判
に
お
い
て
そ
の
戦
争
責
任
を
追

求
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
も
中
華
民
国
の
国
籍
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
中
華
民
国
の
軍
事
裁
判
所
で
起
訴
さ
れ
た
数
十
名
の
台

湾
人
戦
犯
は
、
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
の
間
に
裁
判
を

受
け
た
時
、
す
で
に
中
華
民
国
の
国
民
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
こ
れ
ら
の
台
湾
人
戦
犯
は
自
分
の
国
に
戦
犯
と
し
て
裁
か
れ
た

の
で
あ
る
。
一
般
の
戦
犯
裁
判
は
「
対
外
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
つ

ま
り
自
国
を
傷
つ
け
た
敵
国
の
人
民
や
兵
士
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
し
か
し
中
華
民
国
が
台
湾
人
戦
犯
に
行
っ
た
裁
判
は
「
対
内

的
」
に
、
自
国
民
に
対
す
る
裁
判
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
方
、
戦
後
中
国
以
外
の
連
合
国
に
裁
か
れ
た
台
湾
人
戦
犯

に
と
っ
て
、
彼
ら
は
日
本
の
戦
争
犯
罪
を
罪
状
と
し
て
起
訴
さ
れ
た

が
、
日
本
は
す
で
に
彼
ら
の
国
で
は
な
く
、
中
華
民
国
が
新
た
な
彼

ら
の
国
だ
っ
た
。
し
か
し
、
本
論
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
台

湾
人
戦
犯
に
関
す
る
研
究
か
ら
、
台
湾
人
戦
犯
の
新
し
い
国
籍
が

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
裁
判
結
果
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
戦
後
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍

人
が
戦
時
中
│
│
特
に
捕
虜
と
な
っ
た
後
│
│
受
け
た
傷
害
や
殺
害

と
い
っ
た
被
害
を
戦
争
裁
判
の
重
点
に
お
い
た
た
め
に
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
で
裁
判
を
受
け
た
多
く
の
台
湾
人
戦
犯
は
、
看
守
を
し
て
い

た
時
期
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
連
合
国
軍
捕
虜
に
対
す
る
傷
害
事
件
を

引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
厳
し
い
処
罰
を
受
け
た
。
そ
の
結
果
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
裁
判
に
お
い
て
は
台
湾
人
戦
犯
の
人
数
は
被
告
全

体
の
一
五
％
を
も
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
比
較
的
知
ら

れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
「
最
大
の
悲
劇
」
と
さ
れ
た
「
サ
ン
ダ
カ
ン
死
の
行
進
」
に
関

与
し
た
数
名
の
台
湾
人
戦
犯
で
あ
り
、
一
九
四
六
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
軍
事
裁
判
所
で
死
刑
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
、
執
行
さ
れ
た
。

　

本
論
は
さ
ら
に
、
戦
後
初
期
の
中
華
民
国
、
日
本
、
そ
し
て
連
合

国
各
国
政
府
が
、
台
湾
人
戦
犯
と
い
う
特
殊
で
多
重
な
「
国
籍
」
に

対
し
、
曖
昧
か
つ
矛
盾
す
る
態
度
を
と
っ
た
た
め
、
台
湾
人
戦
犯
の

「
原
籍
送
還
と
刑
の
継
続
」「
赦
免
と
減
刑
」「
釈
放
と
送
還
」
な
ど

の
問
題
に
多
く
の
論
議
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
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た
。
さ
ら
に
本
論
で
は
、
中
華
民
国
政
府
の
台
湾
人
戦
犯
に
関
す
る

問
題
の
処
理
方
針
と
方
法
は
、
明
ら
か
に
「
反
共
」
と
い
う
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
戦
争
の
歴
史
に
お
い
て

最
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
、
敵
対
関
係
に

あ
っ
た
中
華
民
国
と
台
湾
は
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
後
に
皮
肉
に
も
同

じ
国
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
か
ら
生
ま
れ
た
矛
盾

や
論
議
は
、
台
湾
人
戦
犯
の
裁
判
に
お
い
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
戦
犯
裁
判
に
か
か
わ
る
問
題
に
お
い
て
│
│
戦
争
正

義
や
戦
争
責
任
の
議
論
を
含
め
て
│
│
、
中
華
民
国
と
台
湾
人
の
間

に
は
非
常
に
複
雑
な
関
係
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
こ
の
問
題
に
関
連

す
る
歴
史
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
歴

史
は
中
国
の
対
日
抗
戦
史
、
植
民
地
台
湾
の
歴
史
、
あ
る
い
は
第
二

次
世
界
大
戦
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
特
殊
で
深
く
探
究
す
べ
き
意
義

が
あ
る
。
新
し
い
史
料
と
新
し
い
研
究
テ
ー
マ
が
明
ら
か
に
な
っ
た

現
在
こ
そ
、
こ
の
時
代
の
歴
史
に
改
め
て
向
き
合
い
、
研
究
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

注〈
1
〉 

内
海
愛
子
『
朝
鮮
人
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
の
記
録
』（
勁
草
書
房
、
一

九
八
二
年
）、
山
本
七
平
『
洪
思
翊
中
将
の
処
刑
』（
文
藝
春
秋
、
一

九
九
七
年
）、
内
海
愛
子
『
キ
ム
は
な
ぜ
裁
か
れ
た
の
か
│
│
朝
鮮

人
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
の
軌
跡
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参

照
。

〈
2
〉 

以
下
の
関
連
す
る
研
究
を
参
照
。
鍾
淑
敏
「
俘
虜
収
容
所
│
│

近
代
台
湾
史
的
一
段
悲
歌
」『
曹
永
和
先
生
八
十
寿
慶
論
文
集
』（
台

北
：
楽
学
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）
二
六
一

－

二
八
八
頁
。
濱
崎
紘
一

著
、
邱
振
瑞
訳
『
我
啊
！
│
│
一
個
台
湾
人
日
本
兵
簡
茂
松
的
人

生
』（
台
北
：
圓
神
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）。
木
村
宏
一
郎
『
忘
れ

ら
れ
た
戦
争
責
任
│
│
カ
ー
ニ
コ
バ
ル
島
事
件
と
台
湾
人
軍
属
』

（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）、
中
訳
本
は
陳
鵬
仁
訳
『
被
遺
忘
的
戦

争
責
任
』（
台
北
：
致
良
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。
和
田
英
穂
「
戦

犯
と
漢
奸
の
は
ざ
ま
で
│
│
中
国
国
民
政
府
に
よ
る
対
日
戦
犯
裁
判

で
裁
か
れ
た
台
湾
人
」『
ア
ジ
ア
研
究
』
第
四
九
巻
第
四
号
（
ア
ジ

ア
政
経
学
会
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）
七
四

－

八
二
頁
。
李
展
平

『
前
進
婆
羅
洲
│
│
台
籍
戦
俘
監
視
員
』（
南
投
：
国
史
館
台
湾
文
献

館
、
二
〇
〇
五
年
）。
李
展
平
「
戦
犯
悲
歌
│
│
滞
日
台
籍
戦
犯
訪

査
実
録
」『
台
湾
文
献
』
第
五
七
巻
第
一
期
（
二
〇
〇
六
年
三
月
）

八
八

－

一
〇
四
頁
。
李
展
平
『
戦
火
紋
身
的
監
視
員
│
│
台
籍
戦
俘

悲
歌
』（
南
投
：
国
史
館
台
湾
文
献
館
、
二
〇
〇
七
年
）。
藍
適
齊

「
可
悲
傷
性
、「
戦
争
之
框
」
与
台
籍
戦
犯
」、
汪
宏
倫
主
編
『
戦
争

与
社
会
│
│
理
論
、
歴
史
、
主
体
経
験
』（
台
北
：
聯
経
出
版
社
、

二
〇
一
四
年
）
三
九
三

－

四
三
三
頁
。
ま
た
、
日
本
の
学
界
で
の
日

本
人
の
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
台
湾
人
戦
犯
に
つ

い
て
の
資
料
が
少
な
い
な
が
ら
も
見
ら
れ
る
。
以
下
参
照
。
茶
園
義

男
編
『
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
英
軍
裁
判
資
料
』
上
・
下
（
不
二
出
版
、
一
九

八
八

－

一
九
八
九
年
）、
茶
園
義
男
編
『
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
和
蘭
裁
判
資
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料
│
│
全
巻
通
覧
』（
不
二
出
版
、
一
九
九
二
年
）、
岩
川
隆
『
孤
島

の
土
と
な
る
と
も
│
│
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
』（
講
談
社
、
一
九
九
五

年
）。

〈
3
〉 Barak K

ushner, M
en to D

evils, D
evils to M

en: Japanese W
ar 

Crim
es and Chinese Justice  (C

am
bridge, M

A
: H

arvard U
niversity 

Press, 2015 ), p. 109 .

〈
4
〉 

今
ま
で
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
戦
後
の
日
本
の
公
式
の
統
計
資
料

を
引
用
し
、
台
湾
人
戦
犯
の
総
人
数
を
一
七
三
名
と
し
て
き
た
。

（
日
本
）
厚
生
省
引
揚
援
護
局
『
韓
国
、
台
湾
出
身
戦
争
裁
判
受
刑

者
名
簿
』
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
一
二
月
一
日
現
在
（
以
下

『
厚
生
省
名
簿
』）
四
頁
を
参
照
。
し
か
し
、
日
本
の
学
者
・
和
田
英

穂
は
詳
し
く
計
算
し
た
後
、
中
華
民
国
で
裁
判
を
受
け
、
有
罪
判
決

を
受
け
た
台
湾
人
戦
犯
の
人
数
を
、
も
と
も
と
統
計
に
あ
っ
た
四
一

名
か
ら
五
八
名
と
し
た
。
和
田
英
穂
「
戦
犯
と
漢
奸
の
は
ざ
ま
で

│
│
中
国
国
民
政
府
に
よ
る
対
日
戦
犯
裁
判
で
裁
か
れ
た
台
湾
人
」

八
〇
頁
を
参
照
。
本
論
で
は
こ
こ
で
加
え
ら
れ
た
一
七
名
を
も
と
の

統
計
に
加
え
て
、
総
人
数
を
計
一
九
〇
名
と
し
た
。

〈
5
〉 

湯
熙
勇
「
恢
復
国
籍
的
争
議
│
│
戦
後
旅
外
台
湾
人
的
復
籍
問

題
（1945 ‒1947

）」『
人
文
及
社
会
科
学
集
刊
』
第
一
七
巻
第
二
期

（
二
〇
〇
五
年
六
月
）
三
九
八
頁
。

〈
6
〉 

宋
志
勇
「
国
民
政
府
の
対
日
政
策
と
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
」
一
〇

八
、
一
一
四
頁
。
他
の
資
料
に
お
い
て
、
確
認
さ
れ
た
戦
犯
容
疑
者

の
数
は
さ
ら
に
少
な
く
、
二
〇
三
三
名
し
か
い
な
か
っ
た
。
最
終
に

有
罪
判
決
を
受
け
た
人
数
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
異
な
る
結
果
が

出
て
お
り
、
四
四
二
人
か
ら
五
〇
四
人
ま
で
と
い
う
結
果
が
あ
っ

た
。
和
田
英
穂
「
被
侵
略
国
に
よ
る
対
日
戦
争
犯
罪
裁
判
│
│
国
民

政
府
が
行
っ
た
戦
犯
裁
判
の
特
徴
」『
中
国
研
究
月
報
』
六
四
五
号

（
中
国
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月
）
二
二

－

二
三
頁
も
参
照
。

し
か
し
、
五
〇
四
名
が
有
罪
判
決
を
受
け
た
の
は
、
一
番
よ
く
引
用

さ
れ
た
数
値
で
あ
る
。Philip Piccigallo, The Japanese on Trial , 
(A

ustin, Texas: U
niversity of Texas Press, 1979) , p. 173

も
参
照
す

る
こ
と
。

〈
7
〉 

和
田
英
穂
の
統
計
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
数
字
は
、
欧
米
の
学

者
の
統
計
と
は
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
異
な
る
年
の
資
料
に
お

い
て
も
、
記
載
さ
れ
て
い
る
人
数
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
和
田
英

穂
「
被
侵
略
国
に
よ
る
対
日
戦
争
犯
罪
裁
判
│
│
国
民
政
府
が
行
っ

た
戦
犯
裁
判
の
特
徴
」
二
三
頁
と
、Philip Piccigallo, The Japanese 

on Trial , p. 173

を
参
照
。

〈
8
〉 

和
田
英
穂
「
戦
犯
と
漢
奸
の
は
ざ
ま
で
│
│
中
国
国
民
政
府
に

よ
る
対
日
戦
犯
裁
判
で
裁
か
れ
た
台
湾
人
」
八
〇
頁
。

〈
9
〉 

同
前
、
八
一
頁
。

〈
10
〉 

厚
生
省
引
揚
援
護
局
『
厚
生
省
名
簿
』
三
八
頁
、
そ
の
附
表

「
台
湾
出
身
戦
争
犯
罪
裁
判
死
歿
者
一
覧
」
昭
和
四
三
年
（
一
九
六

八
）
八
月
二
六
日
。

〈
11
〉 

和
田
英
穂
「
戦
犯
と
漢
奸
の
は
ざ
ま
で
│
│
中
国
国
民
政
府
に

よ
る
対
日
戦
犯
裁
判
で
裁
か
れ
た
台
湾
人
」
八
一
頁
。

〈
12
〉 

多
く
の
研
究
は
、
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
が
二
六
名

い
る
と
し
て
い
る
。
鍾
淑
敏
「
俘
虜
収
容
所
│
│
近
代
台
湾
史
的
一

段
悲
歌
」
二
六
二
頁
、
李
展
平
『
前
進
婆
羅
洲
│
│
台
籍
戦
俘
監
視

員
』
四
、
六
頁
。
し
か
し
日
本
側
の
研
究
は
、
そ
の
う
ち
の
五
名
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は
、
裁
判
を
受
け
て
監
禁
さ
れ
て
い
た
期
間
に
病
気
、
自
殺
、
あ
る

い
は
他
の
原
因
で
亡
く
な
っ
た
と
指
摘
し
た
。
東
京
裁
判
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
編
集
委
員
会
編
『
東
京
裁
判
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
青
木
書

店
、
一
九
八
九
年
）
二
二
五
頁
を
参
照
。
日
本
公
式
の
統
計
資
料
か

ら
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
管
轄
下
の
台
湾
人
戦
犯
二
名
の
死
因
は

「
意
外
」
で
、
一
名
の
死
因
は
「
疾
病
」
で
、
一
名
の
死
因
は
「
自

殺
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
他
、
中
国
の
管
轄
下
の
台

湾
人
戦
犯
の
一
名
の
死
因
は
「
疾
病
」
で
あ
る
。
厚
生
省
引
揚
援
護

局
『
厚
生
省
名
簿
』
三
六

－

三
八
頁
。
以
上
の
対
照
と
分
析
に
基
づ

き
、
本
論
は
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
台
湾
人
戦
犯
の
人
数
は
、
二
一
名

と
す
る
。

〈
13
〉 Yum

a Totani, Justice in Asia and the Pacific R
egion, 1945–

1952: Allied W
ar Crim

es Prosecutions  (C
am

bridge, M
A

: H
arvard 

U
niversity, Press, 2015 ), p. 14 .

〈
14
〉 “ W

orld W
ar II war crim

es̶
Fact sheet 61 ,”  A

ustralian W
ar 

M
em

orial, 
http://w

w
w.naa.gov.au/collection/fact-sheets/fs61 .

aspx

（
二
〇
一
六
年
五
月
二
日
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

〈
15
〉 “ Jap war crim

inal trials end,”  China N
ew

s  (report by A
FP ), 

A
pril 16 , 1951 .

〈
16
〉 “ W

orld W
ar II war crim

es̶
Fact sheet 61 ,”  A

ustralian W
ar 

M
em

orial.

〈
17
〉 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
戦
争
記
念
館
の
記
述
に
よ
る
。“ T

he 
war 

crim
es trials,” A

ustralian W
ar M

em
orial, https://www.awm

.gov.
au/exhibitions/stolenyears/ww2 /japan/warcrim

es/ 

（
二
〇
一
六
年

五
月
二
日
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
参
照
。

〈
18
〉 

厚
生
省
引
揚
援
護
局
『
厚
生
省
名
簿
』
一
八

－

二
三
、
二
五

－

二
八
、
三
〇

－

三
三
、
三
六

－

三
八
頁
。

〈
19
〉 

台
湾
人
戦
犯
が
最
初
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
死
刑
判
決
を
受
け

執
行
さ
れ
た
の
は
一
九
四
六
年
六
月
で
あ
っ
た
。
厚
生
省
引
揚
援
護

局
『
厚
生
省
名
簿
』
三
六
頁
を
参
照
。

〈
20
〉 N

ational A
rchives of A

ustralia (N
A

A
): A

471 , 80754  PA
RT

 
1 ‒3 , W

ar C
rim

es̶
M

ilitary Tribunal̶
SH

O
JI K

uraji (Sergeant ): 
M

AT
SU

TA
K

E
 K

atsuhi (Sergeant ): KO
G

O
 Shigeru (Sergeant ): 

A
SA

K
U

SA
 K

atsuji (Sergeant ): IN
A

G
A

K
I Tetsuo (Lieutenant ): 

K
U

BO
 

A
kihiko 

(Lieutenant ): 
N

A
G

ATA
 

Tom
io 

aka 
K

YO
G

AW
A

: 
K

YO
SE

 
N

orisuke: 
M

AT
SU

D
A

 
Takeishi: 

O
K

A
M

O
T

O
 

K
iem

el: 
ISH

IM
O

T
O

 Yoshio: T
SU

D
A

 
Seiji: 

FU
JIM

O
T

O
 Yoshio: TA

G
AW

A
 N

obuyuki: SU
Z

U
K

I N
oboru: 

YA
SU

M
O

T
O

 Yoshio: H
AYA

M
A

 Takeo: M
AT

SU
D

A
 Buichi: 

ISH
II 

H
ideo: 

TA
K

A
M

U
RA

 
Shoji: 

T
O

K
U

D
A

 
M

asatake: 
M

AT
SU

BAYA
SH

I 
Takeo: 

TA
K

A
M

I 
Tsuneo: 

K
IM

U
RA

 
Seijiro: 

N
A

G
AYO

SH
I 

Seichi: 
K

AW
A

M
U

R
A

 
K

atsuo: 
K

A
N

EKO
 Shigem

ori: IM
A

G
AW

A
 M

asam
une: K

AT
O

 Tadao: 
FU

JIM
U

RA
 Shigeru: TA

K
EN

A
G

A
 Shigem

atsu: KO
BAYA

SH
I 

Teruo: N
A

G
A

M
U

RA
 E

iki: K
A

SA
M

A
 E

iji: O
KO

BAYA
SH

I 
Takem

itsu: 
F

U
JITA

 
Yoshio: 

T
O

M
IBAYA

SH
I 

Teruo: 
YO

SH
ID

A
 K

oichi: O
K

A
M

O
T

O
 Shozo: SIG

IYA
M

A
 Seichi: 

KO
IK

E
 Yasushi: SH

IM
IZ

U
 K

anji (R
ank for above servicem

en: 
G

uards ): (Prisoner of W
ar C

am
p Lintang Barracks, K

uching 
Sarawak ): Place and date of Tribunal̶

M
orotai, 22 ‒31  January 
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1946 .
〈
21
〉 

厚
生
省
引
揚
援
護
局
『
厚
生
省
名
簿
』
三
八
頁
、
同
附
表
「
台

湾
出
身
戦
争
犯
罪
裁
判
死
歿
者
一
覧
」
昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
）

八
月
二
六
日
。

〈
22
〉 N

ational A
rchives of A

ustralia (N
A

A
): A

471 , 81213 , W
ar 

C
rim

es̶
M

ilitary Tribunal̶
K

ITA
M

U
RA

 K
otoro AW

C
 755 : 

K
AW

A
K

A
M

I K
oyoshi AW

C
 751 : SU

Z
U

K
I Saburo AW

C
 824 : 

D
ate and Place of Tribunal̶

R
abaul, 25 , 2 7  and 2 8  July 1946 .

〈
23
〉 N

ational A
rchives of A

ustralia (N
A

A
): A

471 , 81015 , W
ar 

C
rim

es̶
M

ilitary Tribunal̶
H

AYA
SH

I Yoshinori AW
C

 720 : 
Place and date of Tribunal̶

R
abaul, 2 9  and 3 0  M

ay 1946 .

〈
24
〉 “ Sandakan,”  A

ustralian W
ar M

em
orial, https://www.awm

.
gov.au/exhibitions/stolenyears/ww2 /japan/sandakan/ 

（
二
〇
一
六

年
五
月
二
日
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

〈
25
〉 Bruce Scates, AN

ZAC Journeys: R
eturning to the Battlefields 

of W
orld W

ar II  (N
ew York: C

am
bridge U

niversity Press, 2013 ), p. 
102 .

〈
26
〉 N

ational A
rchives of A

ustralia (N
A

A
): A

471 , 81213 , W
ar 

C
rim

es̶
M

ilitary Tribunal̶
K

ITA
M

U
RA

 K
otoro AW

C
 755 : 

K
AW

A
K

A
M

I K
oyoshi AW

C
 751 : SU

Z
U

K
I Saburo AW

C
 824 : 

D
ate and Place of Tribunal̶

R
abaul, 25 , 2 7  and 2 8  July 1946 .

〈
27
〉 N
ational A

rchives of A
ustralia (N

A
A
): A

471 , 81015 , W
ar 

C
rim

es̶
M

ilitary Tribunal̶
H

AYA
SH

I Yoshinori AW
C

 720 : 
Place and date of Tribunal̶

R
abaul, 2 9  and 3 0  M

ay 1946 .

〈
28
〉 

彼
ら
の
物
語
は
、Lynette 

R
am

say 
Silver, 

Sandakan: 
A 

Conspiracy of Silence  (N
ew South W

ales: Sally M
ilner Publishing, 

1998 /2011  4 th R
evised edition )

、
特
に“ C

hapter 14 : A
nd T

hen 
T

here W
ere Six”

を
参
照
す
る
こ
と
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
退
役
軍
人

部
（D

epartm
ent of Veterans’  A

ffairs )

の
サ
イ
ト
も
参
照
。“ the 
m

arches,”  
http://w

w
w.w

w
2 australia.gov.au/behindw

ire/story_
m

arches.htm
l

（
二
〇
一
六
年
五
月
二
日
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）。
ま
た
、

こ
の
議
論
に
関
し
て
、
国
立
政
治
大
学
の
王
致
凱
氏
の
重
要
な
意
見

に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

〈
29
〉 A

lan R
am

sey, “ A
 lofty hero m

oved by rescue m
ission,”  The 

Sydney M
orning H

erald , A
ugust 9 , 2008 , http://w

w
w.sm

h.com
.

au/new
s/alan-ram

sey/a-lofty-hero-m
oved-by-rescue-m

issi
on/2008 /08 /08 /1218139074475 .htm

l

（
二
〇
一
六
年
五
月
二
日

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
参
照
。

〈
30
〉 N

ational A
rchives of A

ustralia (N
A

A
), A

471 , 80915 , W
ar 

C
rim

es̶
M

ilitary 
Tribunal̶

M
A

T
SU

SH
IM

A
 

Tozaburo 
(Sergeant ) AW

C
 2910 : AYIZ

AW
A

 H
arim

oto (Private ) AW
C

 
2651 : H

AYA
SI H

ajim
o AW

C
 2683 : K

IO
H

A
RA

 Takeo AW
C

 
2913 : O

K
A

BAYA
SH

I E
ikyu AW

C
 2685 : YA

N
A

G
AW

A
 Vetane 

AW
C

 2914 : SH
IM

U
RA

 Yuzo AW
C

 2911 : FU
R

U
YA

 E
isuke 

AW
C

 2912 : TA
K

A
BAYA

SH
I Tsuruichi AW

C
 2684 : D

ate and 
Place of Tribunal̶

R
abaul, 10 ‒16  A

pril 1946 . 

こ
の
文
書
の
タ

イ
ト
ル
は
原
文
の
マ
マ
で
、
何
人
か
の
台
湾
人
戦
犯
の
名
前
の
綴
り

が
間
違
っ
て
い
る
。

〈
31
〉 N

ational A
rchives of A

ustralia (N
A

A
), A

471 , 80978 , W
ar 

C
rim

es̶
M

ilitary 
Tribunal̶

TA
SA

K
A

 
M

itsuo 
(Lieutenant ) 
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AW
C

 
2915 , 

26 th 
Supply 

D
epot: TA

JIM
A

 
M

oriji (Lance 
C

orporal ) AW
C

 2916 , 228 th Infantry R
egim

ent: YO
N

ED
A

 
Susum

e AW
C

 2686 : D
ate and Place of Tribunal̶

RA
BA

U
L, 2 3  

A
pril 

1946 . 

米
田
進
の
正
確
な
名
前
の
綴
り
はYoneda 

Susum
u

で
あ
る
。
当
文
書
に
は
米
田
進
に
サ
イ
ン
さ
れ
、
出
さ
れ
た
「
請
願

状
」（petition
）
が
二
部
あ
り
そ
の
名
前
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
の
文
書
の
タ
イ
ト
ル
が
示
し
た
よ
う
に
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
裁
判
所
に
残
さ
れ
た
裁
判
関
連
記
録
に
お
い
て
は
、

彼
の
名
前
は
ほ
と
ん
どYoneda Susum

e

と
間
違
え
ら
れ
て
い
る
。

〈
32
〉 

中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
呈
複
関
於
交
渉
遣
返
被
拘

於
曼
納
斯
島
之
台
籍
戦
犯
結
果
情
形
由
」
一
九
五
一
年
八
月
二
三

日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0006  
戦
後
被
盟
軍
拘
禁
之
台
籍
戦
犯

遣
返
案11 -E

A
P-02235

、
一
九
一
頁
。「
曼
納
斯
島
」
は
マ
ヌ
ス

島
の
中
国
語
の
訳
名
で
あ
る
。

〈
33
〉 

中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
電
呈
関
於
交
渉
遣
還
曼
納

斯
島
台
籍
戦
犯
案
」
一
九
五
一
年
一
〇
月
三
一
日
、『
外
交
部
檔

案
』075 .32 /0007  

戦
後
被
盟
軍
拘
禁
之
台
籍
戦
犯
遣
返
案11 -

E
A

P-02236

、
二
三
頁
。

〈
34
〉 

中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
呈
複
関
於
設
法
釈
放
曼
納

斯
島
台
籍
戦
犯
案
」
一
九
五
一
年
九
月
一
八
日
、『
外
交
部
檔
案
』

075 .32 /0007  

戦
後
被
盟
軍
拘
禁
之
台
籍
戦
犯
遣
返
案11 -E

A
P-

02236

、
四
頁
。

〈
35
〉 

関
連
す
る
分
析
は
、D

ean A
szkielowicz, “ R

epatriation and 
the Lim

its of R
esolve: Japanese W

ar C
rim

inals in A
ustralian 

C
ustody,”  Japanese Studies , Vol. 31 , N

o. 2  (Septem
ber 2011 ), pp. 

211 ‒228

を
参
照
。

〈
36
〉 

一
九
五
三
年
八
月
に
送
還
さ
れ
た
。『
外
交
部
檔
案
』

075 .32 /0001  

台
籍
戦
犯
、11 -E

A
P-02230

、
一
一
〇

－

一
一
一
、

一
一
六

－

一
一
八
頁
を
参
照
。

〈
37
〉 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
何
回
か
に
分
け
て
、
そ
の
管
轄
下
の

日
本
人
戦
犯
（
台
湾
人
戦
犯
を
含
む
）
を
マ
ヌ
ス
島
か
ら
日
本
へ
送

り
、
刑
期
を
継
続
さ
せ
た
。
台
湾
人
戦
犯
の
人
数
が
最
も
多
い
回

は
、
一
九
五
三
年
七
〜
八
月
と
一
〇
月
で
あ
っ
た
。『
外
交
部
檔

案
』075 .32 /0001  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02230

、
五
六

－

五
七
、
七

一
、
一
〇
二

－

一
〇
四
、
一
二
三

－

一
二
八
頁
、『
外
交
部
檔
案
』

075 .32 /0002  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02231

、
二
六
、
九
五
頁
を
参
照
。

〈
38
〉 

中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
呈
報
関
於
交
渉
釈
放
台
籍

戦
犯
事
」
一
九
五
二
年
一
〇
月
一
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0001  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02230

、
二
三
頁
。

〈
39
〉 

中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
検
呈
関
於
交
渉
釈
放
被
澳

判
刑
之
台
籍
人
民
事
有
関
節
畧
敬
祈
鑒
核
由
」
一
九
五
三
年
一
二
月

二
八
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0002  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-

02231

、
一
五
八

－

一
五
九
頁
。

〈
40
〉 

中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
呈
複
関
於
交
渉
将
被
澳
方

判
刑
之
台
籍
人
釈
放
返
台
事
検
呈
本
館
節
畧
澳
方
抄
件
呈
請
鑒
核

由
」
一
九
五
五
年
六
月
四
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0003  

台
籍

戦
犯11 -E

A
P-02232

、
一
一
一

－

一
一
二
頁
。

〈
41
〉 
（
中
華
民
国
）
外
交
部
収
電
、
駐
澳
大
使
館
発
、
一
九
五
六
年

一
月
二
六
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-

02233

、
三
六
頁
。
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〈
42
〉 “ A

pplication for C
lem

ency, 2 7  February, 1954 , D
ocum

ent 3 , 
Sum

m
ary of the C

ase in which C
hinese laborers were killed at 

R
abaul”

、
日
本
外
務
省
檔
案
：
講
和
条
約
発
効
後
：
赦
免
勧
告
関

係
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
部
、D

-1 -3 -0 -3 -9 -2

、
三
七
七

－

三
七

九
頁
を
参
照
。

〈
43
〉 

台
湾
省
政
府
致
外
交
部
電
文
、
一
九
五
二
年
（
月
日
は
不
詳
）、

『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0007  

戦
後
被
盟
軍
拘
禁
之
台
籍
戦
犯
遣
返

案11 -E
A

P-02236
、
四
二

－

四
四
頁
。

〈
44
〉 

『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0007  

戦
後
被
盟
軍
拘
禁
之
台
籍
戦
犯

遣
返
案11 -E

A
P-02236

、
六
五

－

八
五
頁
を
参
照
。

〈
45
〉 

中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
検
呈
関
於
交
渉
釈
放
台
籍

戦
犯
事
澳
来
畧
及
附
件
呈
請
鑒
詧
由
」
一
九
五
三
年
六
月
五
日
、

『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0001  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02230

、
三
三

頁
、
中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
検
呈
澳
外
部
来
畧
関
於
釈

放
曼
納
斯
島
之
台
籍
人
民
事
抄
件
呈
請
鑒
詧
由
」
一
九
五
三
年
七
月

一
一
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0001  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-

02230

、
五
三
頁
、
中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
検
呈
関
於

被
拘
曼
納
斯
島
台
省
籍
人
民
有
関
資
料
呈
請
鑒
詧
由
」
一
九
五
三
年

八
月
七
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0001  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-

02230123

な
ど
を
参
照
。

〈
46
〉 

原
文
は
「
澳
外
交
部
（
中
略
）
願
證
実
遣
送
被
拘
曼
納
斯
島
日

籍
戦
犯
包
括
台
省
籍
人
民
」。
中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館

「
検
呈
関
於
澳
方
擬
将
被
拘
曼
納
斯
島
台
省
籍
人
民
送
往
日
本
執
行

未
満
刑
期
事
有
関
資
料
呈
請
鑒
詧
由
」
一
九
五
三
年
八
月
二
二
日
、

『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0002  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02231

、
二
六

頁
。

〈
47
〉 

外
交
部
収
電
、
駐
澳
大
使
館
発
、
一
九
五
三
年
七
月
二
九
日
、

『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0001  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02230

、
一
〇

〇
頁
を
参
照
。

〈
48
〉 

蔣
経
国
致
函
葉
公
超
、
一
九
五
三
年
七
月
一
三
日
、『
外
交
部

檔
案
』075 .32 /0007  

戦
後
被
盟
軍
拘
禁
之
台
籍
戦
犯
遣
返
案11 -

E
A

P-02236

、
二
〇
九
頁
。

〈
49
〉 

蔣
経
国
致
函
葉
公
超
、
一
九
五
三
年
七
月
一
三
日
、『
外
交
部

檔
案
』075 .32 /0007  

戦
後
被
盟
軍
拘
禁
之
台
籍
戦
犯
遣
返
案11 -

E
A

P-02236

、
二
一
〇
頁
。
原
文
に
句
読
点
が
な
い
。

〈
50
〉 

蔣
経
国
致
函
葉
公
超
、
一
九
五
三
年
七
月
一
三
日
、『
外
交
部

檔
案
』075 .32 /0007  

戦
後
被
盟
軍
拘
禁
之
台
籍
戦
犯
遣
返
案11 -

E
A

P-02236

、
二
〇
九
頁
。
原
文
に
句
読
点
が
な
い
。

〈
51
〉 

中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
電
呈
覆
関
於
向
澳
方
交
渉

将
被
判
為
戦
犯
服
刑
之
台
省
籍
人
民
減
刑
釈
放
或
仮
釈
遣
返
台
湾
一

案
由
」
一
九
五
三
年
九
月
一
二
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0002  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02231

、
六
九

－

七
〇
頁
。
原
文
に
句
読
点
が

な
い
。

〈
52
〉 

中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
密
不
録
由
」
一
九
五
三
年

一
〇
月
一
六
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0002  

台
籍
戦
犯11 -

E
A

P-02231

、
一
一
九

－

一
二
一
頁
。

〈
53
〉 

中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
大
使
館
「
検
呈
澳
外
長
與
陸
軍
部
長

発
表
声
明
公
佈
対
日
本
戦
犯
之
新
減
刑
辦
法
原
声
明
呈
請
鑒
詧
由
」

一
九
五
六
年
七
月
一
二
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦

犯11 -E
A

P-02233

、
四
四

－

四
五
頁
。
中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国
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大
使
館
「
検
呈
澳
釈
放
第
三
批
台
籍
戦
犯
十
人
名
単
敬
祈
鑒
核
由
」

一
九
五
六
年
七
月
二
八
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦

犯11 -E
A

P-02233

、
五
七

－

五
八
頁
。
中
華
民
国
駐
澳
大
利
亜
国

大
使
館
「
検
呈
関
於
澳
政
府
釈
放
台
籍
戦
犯
事
有
関
来
函
抄
件
敬
祈

核
転
由
」
一
九
五
六
年
一
〇
月
四
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02233

、
九
三

－

九
四
頁
。

〈
54
〉 

『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0001  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02230

、

四
一

－

五
三
、
一
〇
〇
頁
。

〈
55
〉 

中
華
民
国
駐
日
本
国
大
使
館
致
外
交
部
、
一
九
五
六
年
八
月
三

日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02233

、

六
九
頁
。

〈
56
〉 

総
統
府
機
要
室
資
料
組
致
外
交
部
、
一
九
五
三
年
八
月
二
七

日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0002  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02231

、

三
五

－

三
八
頁
。

〈
57
〉 

総
統
府
機
要
室
資
料
組
致
外
交
部
、
一
九
五
三
年
八
月
二
七

日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0002  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02231

、

三
六
頁
。

〈
58
〉 

共
計
有
六
八
名
台
湾
籍
戦
犯
提
出
陳
情
、『
外
交
部
檔
案
』

075 .32 /0007  

戦
後
被
盟
軍
拘
禁
之
台
籍
戦
犯
遣
返
案
、11 -E

A
P-

02236

、
一
六
九

－
一
七
五
、
一
九
六
頁
。

〈
59
〉 

『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0007  

戦
後
被
盟
軍
拘
禁
之
台
籍
戦
犯

遣
返
案
、11 -E

A
P-02236

、
二
二
九
、
二
三
八
頁
。

〈
60
〉 

中
華
民
国
駐
日
本
国
大
使
館
致
外
交
部
、
一
九
五
六
年
一
〇

月
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02233

、

一
一
〇

－

一
一
一
頁
。

〈
61
〉 

中
華
民
国
駐
日
本
国
大
使
館
致
外
交
部
、
一
九
五
六
年
七
月
三

〇
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02233

、

六
六
頁
。

〈
62
〉 

中
華
民
国
駐
日
本
国
大
使
館
致
外
交
部
、
一
九
五
六
年
八
月
三

日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02233

、

六
八
頁
。

〈
63
〉 

中
華
民
国
駐
日
本
国
大
使
館
致
外
交
部
、
一
九
五
六
年
八
月
二

〇
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02233

、

七
五
頁
。

〈
64
〉 

中
華
民
国
駐
日
本
国
大
使
館
致
外
交
部
、
一
九
五
六
年
九
月
五

日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02233

、

八
四
頁
。

〈
65
〉 

中
華
民
国
駐
日
本
国
大
使
館
致
外
交
部
、
一
九
五
六
年
一
一
月

九
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02233

、

一
一
〇

－

一
一
一
頁
。

〈
66
〉 

中
華
民
国
駐
日
本
国
大
使
館
致
外
交
部
、
一
九
五
六
年
一
一
月

九
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦
犯11 -E

A
P-02233

、

一
一
一
頁
。
中
華
民
国
駐
日
本
国
大
使
館
致
外
交
部
、
一
九
五
六
年

一
二
月
一
二
日
、『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0004  

台
籍
戦
犯11 -

E
A

P-02233

、
一
三
三

－

一
三
四
頁
。

〈
67
〉 

台
湾
省
政
府
致
外
交
部
「
拠
台
南
市
政
府
呈
為
設
法
迎
回
流
落

海
外
之
台
籍
子
弟
一
案
請
恵
於
核
辦
」
一
九
五
五
年
五
月
五
日
、

『
外
交
部
檔
案
』075 .32 /0003  

台
籍
戦
犯11 E

A
P-02232

、
八
九

頁
。


